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Ⅰ 研究の概要  

 

１ 研究の趣旨 

人事評価制度について、国家公務員においては、能力・実績主義の人事管理の導入等を

内容として平成１９年７月に成立した国家公務員法に基づき、平成２１年１０月から人事

評価が本格実施されている。 

地方公務員については、地方公務員法第４０条において勤務成績の評定の実施及びその

結果に基づく措置が義務付けられており、現行法の下にあっても、一人ひとりの能力や業

績を評価することが重要である。さらに、今後、国家公務員と同様に、能力・実績主義の

人事管理を徹底するための人事評価制度等の導入を目指した地方公務員法改正の検討がな

されると見込まれるところである。 

 このため、総務省では、各種会議等の場において、能力・実績に基づく人事評価制度の

早期の導入、評価結果の活用について要請するとともに、個別の団体を対象に人材育成等

専門家派遣事業を実施し、制度導入に向けた助言を行っているところである。 

 しかし、地方公共団体がそれぞれに抱えている事情もあり、勤務評価制度等の導入団体

は増加しているものの、評価結果の十分な活用に至っていないという状況が多く見受けら

れるところである。 

  

このような状況を踏まえ、今後、地方公共団体において、人事評価制度の導入はもちろ

んのこと、特に、評価結果の給与等への反映等、能力・実績主義に基づく人事評価システ

ムを構築する際の参考とするため、人事評価制度の運用に関して積極的な取組を行ってい

る地方公共団体の他、今回は特に先進的な取り組みを行っている民間企業の人事評価制度

の実態等について広く研究を実施した。 

  

 なお、人事評価制度の運用に関して、制度の一般的な課題整理等については、『地方公共

団体における人事評価の活用等に関する研究報告書』（平成２１年３月）や『地方公共団体

における人事評価制度の運用に関する研究会報告書』（平成２３年３月）において取りまと

めているので参照されたい。 

 

 

２ 研究の対象とした団体について 

今回の研究にあたり、各地方公共団体が今後人事評価制度導入を検討する際に、参考と

なる様々な取組みを行っている、以下の団体を取り上げた。 

【民間企業】キヤノン株式会社、株式会社ＩＨＩ 
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・人事評価制度の導入及び運用について、しっかりとした考え方のもと組織として丁

寧な対応を行っており、また、給与への反映を行いながら制度上の様々な工夫や、

制度導入後のフォローアップも充実した対応を行っている２社を取り上げた。 

【地方公共団体】長野県松川町、豊田市、川崎市、愛媛県、静岡県 

・他団体に先駆けて人事評価制度を導入している団体、評価結果について給与への反

映を行っている団体、今後制度を拡充しようとしている団体など、５団体を取り上

げた。 

  

 

３ 本報告書の構成 

今回の報告書は、各団体からのヒアリング結果の紹介を中心に構成しており、ヒアリン

グにあたって非公開の情報が多いといった制約の中で取りまとめを行っているが、各団体

の状況をできるだけ紹介できるように努めている。 

本報告書の構成は次のとおりである。 

「Ⅰ 研究の概要」においては、本研究の趣旨と報告書の構成について概括を行う。 

「Ⅱ 制度の導入や運用にあたっての留意すべき論点」においては、人事評価制度の導

入や運用にあたって留意すべき論点について、項目毎に各団体の取組状況を整理する。論

点としては、①制度導入の経緯、②導入の意義・目的、③制度上のインセンティブ、④導

入後の見直し、⑤評価結果のフィードバック、⑥苦情相談、⑦評価における標準未満の対

応、⑧査定昇給における支給額等の差、⑨勤勉手当・一時金の支給額等の差、⑩評価結果

の相対化、⑪新規採用者の評価の差、⑫降格等の制度 の１２項目について取り上げ、各

団体の状況を紹介するとともに、項目毎に総括する。なお、できるだけ詳細な情報を紹介

するため、団体名のかわりにＡ１、Ａ２・・と記載している 

「Ⅲ ケーススタディ」においては、団体毎のヒアリング結果を人事評価制度の様式等

とともに紹介する。 
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Ⅱ 制度の導入や運用にあたって留意すべき論点 

１ 制度の導入について 

 

①   人事評価制度の導入の経緯について 

 

どのような経緯で人事評価制度を導入したのか。 

 

Ａ１： 平成１７年の人事委員会勧告では給与構造改革の一環として、給

与の成績主義の拡充に向けた査定昇給制度の導入や勤勉手当の加

点枠の拡充が打ち出されたが、すでに昇給、勤勉手当ともに成績反

映の仕組みがあり、運用面の見直しにより直ちに導入することが可

能であったことから、平成１８年度から全職員を対象に他の団体に

先駆けて実施してきた。 

一方で、当時の人事考課制度には、下記の課題が顕在化していた

ことから、制度の見直しを行うこととした。 

・絶対評価という性格上、評価が高止まりし、実際の能力や業績

が十分に反映されていない。 

・課長級から主事級まで、同一の評価項目や基準で評価している

ため、職位レベルに応じた評価となっていない。 

・評価項目に一部重複があるほか、評価項目が旧態依然で、今の

県職員に求められる評価視点がない。 

・各部局間で評価のバラツキが生じており、是正を図る必要があ

る。 

    見直しにおいては、実際の能力や実績をより忠実に反映する観点

から制度改正を行った。 

①  評価要素の見直し、職位レベルに応じた設定 

②  評価内容の明確化 

③  部局間の格差是正 

Ａ２： 地方分権時代を迎えた現在では、地域に起きている課題解決は「自

治体」自らが計画、実行、評価、見直しを行う時代となっている。

そのため、職員には、高い事務処理能力に加え、自ら課題を発見し、

考え、実践する能力が求められ、組織はそうした人材を育成する必

要がある。 

    このような中、分権時代の自治体職員を育成していくため、人材

育成基本方針（平成１８年３月策定）において「人材（ひと）が活
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きる人事管理」をひとつの柱とし、人事評価制度を、平成１８年よ

り試行、１９年度より本格運用開始し、これまで、毎年制度の改善

を行い、より公平性・客観性・透明性の高い運用に努めてきたとこ

ろである。 

Ａ３： 平成１１年度頃に人材育成基本方針を各地方公共団体で策定する

動きがあり、同時並行で人事評価制度の導入を進めていた。 

人材育成基本方針における公務員像について、どの団体も同じ公

務員像というのはおかしいのではないかという議論があり、当団体

なりの組織風土がある中で、評価を通じて、組織の風土なり文化な

りを醸成できるものにしたいという議論があった。 

その意味を込めて、組織が求める行動、振る舞いを評価例文とし

て表現し、職員の行動を評価する基準を設けた。 

Ａ４： 平成１０年度に人事評価制度をスタートさせたが、当時の人事の

議論の中で、一番若手の課長と一般の職員の給与の逆転がある、も

しくは、非常に近い給料になっており、責任と権限に応じたものと

給与が合っていないというところから、人事考課を入れるべきだと

いう議論があり、処遇に反映することは目的の一つであった。 

また、人事異動、昇任等も含めて、人事のブラックボックスの中

ですべて決まっており、一般の人事課以外の職員は、どういう形で

この人が昇任して、この人が昇格して、というのが不透明な中で行

われてきたものを、一般の職員にもわかるように尺度を設けるべき

だという考え方の中で、人事評価制度を導入した。 

Ａ５： 平成１４年９月に策定した「行財政改革プラン」において、人事

制度を能力・実績を重視した制度に改め、職員のやる気や働きがい

を引き出し、職員の有する能力を最大限に活用することのできるシ

ステムを導入することなどを定め、人事評価制度の構築に着手し、

平成１６年度～１７年度の２年間の試行を経て、平成１８年度から

本格運用を開始した。 

Ａ６： 制度導入を行った平成１４年当時の労使の状況認識・意図は、次

の３点であった。 

① 日本経済の成長の鈍化、市場のグローバル化、IT 技術の急速

な進展により、経営環境は急速に変化している。 

② この変化に対応し、事業継続と新たな飛躍をはかるためには、

組織が変化に応じた戦略と目標を設定するとともに、従業員が
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自らの能力に応じた成果を上げることによって、目標を達成し

ていくことが不可欠である。 

③ そのためには、目標管理制度と、成果を適切に処遇に反映す

る仕組みの導入、さらにはこれらの仕組みの中で従業員が成長

できる上司との対話の場が重要である。 

つまり、限られた経営資源（一人ひとりの貢献）を戦略に応じて、

意図したところに集中させなければ、組織の体力は瞬く間に消耗し

てしまうとの危機感があり、労使合意に至った。 

一方で、労使合意においては「制度趣旨は当然としても、それ以

上に職場内のコミュニケーションや信頼関係こそが今後の事業継

続の要である」との共通認識もあり、制度導入以降、労使フォロー

アップ委員会を適時開催していくこととなった。 

労使フォローアップ委員会では、制度運用状況（特に面談実施な

どのプロセス）の確認、従業員アンケートの実施、納得度向上のた

めの議論、などを尽くして、現在にいたっている。 

Ａ７： ２００１年に、それまで３０年以上実施してきた職能資格制度を

新たな人事制度に変革した。 

その理由は、①賃金総原資の配分が結果平等的になってきたこと、

②「職能」と実際に担っている「役割」が一致しなくなってきたた

めである。 

制度変更にあたっては、当団体の伝統である実力主義と人間尊重

主義を生かし、従来以上に組織・個人の活性化を図ることを目的と

した。その結果、「人」を基準とする職能資格制度から「仕事」を

基準とし、さらに「成果」を重視した役割給制度へ転換することに

なった。 

時代と環境の変化に応じて制度を変更したとしても、企業風土や

社員の意識が変わらなければ、新しい人事制度がどれだけ優れてい

ても意味がない。こうした認識から、制度導入後は管理職・組合員

全員に対して研修を実施し、新制度の浸透を図った。数年間にわた

り、合計で延べ４万人、実施回数は１，０００回を超える。 
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【総括】 

  地方公共団体においては、厳しい行財政環境に対応するための行政改革を

推進するにあたり、人材育成基本方針の作成や給与構造改革が求められたこ

とが人事評価制度を推進する大きなきっかけになっている。その中で、職員

の最大限の能力発揮を目指し、公平性・客観性等の高い評価制度の検討がな

されている。  

  一方、民間企業においては、2000 年当初の経済成長の鈍化などの影響に

よる経営環境の悪化に適切に対応するため、自らの経営戦略に基づき、企業

風土の変革、社員の意識改革が必要であるとの認識のもと制度構築が検討さ

れている。また、制度の変更にあたっては、企業の伝統や、職場内のコミュ

ニケーションも考慮に入れながら、限られた経営資源を集中させるため、成

果を重視した制度が構築されている。さらに、制度導入後のフォローアップ

体制も充実しており、委員会による制度運用状況の確認や社員に新たな制度

を浸透させるための徹底した研修が実施されている。  
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② 人事評価制度の導入の意義・目的について 

 

   人事評価制度の導入にあたり、制度の意義・目的をどのように位置づけて

いるか。 

 

Ａ１： 職員の能力、執務態度、業績及び人物性格を的確に把握し、能力

主義に基づく公正かつ合理的な人事管理を行うことを目的として

おり、査定昇給及び勤勉手当への反映をメインとして、昇任やスキ

ルアップ支援等の必要な職員の認定などにも活用し、職員の意欲や

能力に応じた人事管理を図っている。 

Ａ２： 人事評価制度は、職員一人ひとりの能力や実績を職員がその担当

する業務において、目標管理の手法を用い、「遂行課程で発揮した

能力」や「その達成状況や取組内容」を適正に評価することにより、

①職員の主体的な職務遂行や自己啓発を促し、職員の人材育成と組

織の活性化を図る。②適材適所の人事配置や給与等への反映など、

能力実績に基づく人事管理を推進する。③これらを通して、分権時

代の自治体職員を育成し、行政サービスの向上を図ることを目的と

している。 

Ａ３： 経験や知識を含めた職員の能力、勤務の実績を適切に評価、把握

することにより、①公平・公正な処遇を通じた職員のモラール維持、

②職員の能力開発と人材の効果的な活用（適材適所）、③組織の政

策展開に必要な人材の育成、を図る人事管理を実現するために行う

もの。 

また、評価制度を、勤勉手当や査定昇給など、原資を配分するツ

ールとして構築するだけでは十分ではないと考え、人材育成基本方

針などの「人事・人材育成」部門との連携を意識して、研修などを

行っている。 

Ａ４： 人事評価制度は、単なる勤務評定ではなく、経営管理システムの

側面を持っている。単に勤務評定という側面だけにとらわれるので

はなく、組織の理念、ビジョンを確実に達成していくために、組織

使命等の上司と部下の共通認識の下に職務目標を設定し、組織目標

への参画感を持って、自らその達成のために創意工夫を凝らし、

個々の職員が自らＰＤＣＡサイクルを回しながら考えて行動
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（Self-Control）し、期ごとに改革改善をしていくというマネジメ

ントシステムである。 

職務目標の達成過程を通じて人材育成を行うとともに、チャレン

ジ精神を高揚し、業績をあげた職員には適切な処遇（いわゆる｢が

んばったものが報われる｣）をし、かつ組織パフォーマンスの向上

を図っていこうとするものである。 

Ａ５： 目標管理の手法により、職員の主体的な職務遂行や意識改革など、

人材育成の推進に効果がある。 

また、人事評価制度における組織目標と総合計画の事業目標とが

連携することにより、個人の目標達成が組織目標の達成につながり、

さらに総合計画など市の施策が実現するという事業の評価と人事

評価制度における業績評価が連携する仕組みになっている。したが

って、自分の仕事が組織の施策に直接結びつくことにより、仕事を

行う上で職員のモチベーションにつながる制度となっている。 

Ａ６： 「組織の戦略達成（従業員の貢献を引き出す）」、「能力主義・成

果主義の定着と実現」を狙いとして現在の制度を実施している。 

    「能力主義」は、いわゆる職能等級制度であり、「成果主義」は、

目標・課題に対する成果を結果に至るまでの過程等数字に表れない

貢献度までも合わせて評価を行い、処遇に反映することとしており、

結果主義に陥らない評価制度を目指している。 

    また、制度構築にあたって下記のような団体の事業特性等を考慮

に入れながら工夫をしている 

①  長期プロジェクト等スパンが長い業務が多く、事業の正否は

何年か先にしか分からないこと。 

②  今は利益が出ていなくても将来に収益の可能性のある事業や

開発案件をどう評価するのか。 

Ａ７： 「企業理念は普遍」という考えのもと、①役割給制度、②自律し

た強い個人、③三自の精神をはじめとした企業理念の再浸透、を掲

げ、企業風土、意識の変革を目指している。 

    人事評価は「役割達成度」と「行動」の組み合わせで評価してい

る。「役割達成度」はアウトプットとプロセスで評価するものであ

り、「行動」はいくらいいプロセスでいいアウトプットを残しても、

コンプライアンスに違反したり、独善的な行動をとっていては評価

できないという発想である。 
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そもそも「自律した強い個人」をつくることが人事改革の目的で

あるが、言葉で「強い」ということを強調しすぎると、個人主義に

走ってしまう恐れがあることから、チームの中でどう役割を果たす

のか、チームワークを上げるために個人として何ができるのか、そ

のような問いかけを様々な場面で行っている。 

 

【総括】 

   人事評価制度の導入については、大きく分けて“組織・企業風土の変革”

といった組織活性化の面、また、“職員の人材育成、意識改革”などの個人

の能力向上などを目的とし、「能力評価」及び「目標管理の手法による業績

評価」が行われている。 

民間企業においては、「実力主義」、「能力主義」が徹底しており、評価結

果についても給与等の大きな格差になって反映されているが、制度設計上、

過度の結果主義に陥らないよう、個人のアウトプットだけでなく、プロセス

やチームの中での行動（チームワーク）についても評価することが強調され

ている。 
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２ 運用上の工夫について 

 

① 人事評価制度上のインセンティブを与える工夫について 

 

人事評価の制度設計にあたり、職員のモチベーションを高めたり、インセ 

ンティブを与えるような工夫をしているか。 

 

Ａ１： 勤務成績が優秀な職員については、上位の昇給区分あるいは上位

加点の連続適用を可能としている。また、成果をあげた職員や特に

緊急・困難な業務に粘り強く取り組み、達成した職員を対象に、勤

務成績の加点幅を大きくした。 

Ａ２： もらえるお金で大きな差をつけて競争させるよりも、多少の差が

ついて、少し余分にもらえる心のインセンティブを与えることで、

努力したものが報われ、組織の中で人材が育つことを目指している。 

Ａ３： 希望する業務に就くことが出来ない状況で、厳しい評価を行うこ

とは職員への納得性が低下するという考えから、職員がキャリアプ

ラン、キャリアビジョンをつくる中で、今後何をやりたいのか、し

っかりと考えることにより、希望するポストに就かせる制度を導入

している。 

Ａ４： 個人目標シートで、チャレンジ目標を任意に設定できるようにし、

頑張っている職員、自分の役職を超えて、それ以上の仕事をしてい

るような職員、もしくは、人材育成の中で、こういう課題を直した

いという思いがある職員、改善をしたいという職員については、チ

ャレンジ目標を任意に設定してもらって、それを加算するという形

を取っている。１００点の業績考課にチャレンジ目標分としてプラ

ス３０点分を設けている。 

Ａ５： 上位の昇給区分の連続適用について特に制限は設けていない。  

Ａ６： 基幹職の一時金として、職能ランク別の基本額（定額）に加え、

組織業績加算と個人業績加算の要素を取り入れている。 

Ａ７： 賞与を決める上で大きな要素である個人業績部分は、普通の評価

と一番いい評価を比較すると約２倍の差がある。この評価を取れば

２倍もらえるというインセンティブになっている。 

  

- 10 -



【総括】 

   人事評価制度の実施にあたり、給与面、賞与面での差をつけることにより、

職員にインセンティブを与える制度設計となっている。 

特に民間企業においては、評価結果による給与への反映後の格差が大きく、

さらに個人の業績評価のみならず、組織全体の業績が個人の給与に反映する

といった工夫もみられるところである。 

   反面、職員・社員のモチベーションを高めるためには、被評価者が「自身

の努力が正当な評価を受けている」という納得性が重要になってくる。  
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②   人事評価制度の導入後の見直し等について 

 

   人事評価制度の導入後、効果的な制度運用を図るため、どのように制度の

見直しや、職員への浸透を図る対応を行っているか。 

 

Ａ１： 従来から個人の能力と実績に応じた適正な給与制度の運用に努め

ており、平成 18 年度には、査定昇給制度の導入と勤勉手当成績率

の成績優秀者と成績不良者の幅の一層の拡大を実施し、勤務成績の

給与への反映の拡充を図っている。 

さらに、平成 23 年度からは、査定昇給と勤勉手当について、勤

務成績の優秀な職員に対して、上位の昇給区分あるいは上位加点の

連続適用を可能とするなど、より一層勤務実績を反映した制度とす

るよう見直しを行った。 

Ａ２： 制度導入時は、職員から反対意見や不安の声も少なくなかったが、

研修会や説明会等を重ねて開催することで職員の理解を得ること

に努めた。 

また、毎年度職員アンケートを実施しており、職員個人からの意

見聴取の機会も確保している。導入当初は、人事評価制度を導入す

ることに反対の意見が総じて多かったが、最近は、運用の仕方をこ

うした方がいい等、制度を前向きに捉えるようになってきている。 

Ａ３： 制度導入時から、毎年度職員アンケートを実施している。また、

評価者の評価スキルの能力向上を図るため、毎年評価者研修を実施

している。  
さらに、人事評価における職員からの苦情等の実態や対応状況に

ついて協議し、制度の公平・公正な運用の確保に資するため設置し

ている「人事評価における苦情等に関する協議会」では職員団体の

代表者も委員となっている。協議会は、毎年１～２回開催しており、

前年度の人事評価に関する苦情相談の状況や制度の課題等につい

て協議を行う場となっている。 

Ａ４： 制度実施後、労使委員会を開催し制度の点検・見直しを実施して

いる。最近では、評価に柔軟性をもたせるため、業績給・成績給テ

ーブルの刻みを小さくした。 

    また、「チームワークと後輩育成がおろそかになっている」との

労使の認識から、評価の着眼点に「チームワーク」と「後輩育成」
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を明記した。同時に一時金成績加算評価の平均を「ＢとＣの中間」

から「Ｂ」に是正した。 

Ａ５： 評価制度を制定すれば個人の意識が変わるというものではなく、

やはり訓練が必要となる。訓練は繰り返し実施する必要があり、会

社としては少しずつメッセージを変えながら浸透させている。最近

では、2000 年から 2005 年にかけて大規模に評価者研修、被評価者

研修を実施した。 

 

【総括】 

   人事評価制度の導入により制度が完成するのではなく、各団体においては、

効果的・継続的な運用を図るため、制度の不断の見直しが行われている。 

   具体的には、「職員アンケートの実施」、「労使委員会の開催」等により広

く意見を求め、制度の見直しの参考とするとともに、意識改革のための研

修・訓練が繰り返し実施されている。 
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③ 被評価者への評価結果のフィードバックについて 

 

被評価者への評価結果のフィードバックをどのように行っているか。ま 

た、何らかの工夫を行っているか。 

 

Ａ１： 査定昇給については、昇給上位区分適用の職員に対して、理由を

示した上で、より一層の職務精励を促すこととし、昇給下位区分適

用の職員に対しては、今後の改善を促す意味で、その理由、今後の

改善点の説明を所属長から行っている。勤勉手当も同様である。 

Ａ２： 目標設定、業務遂行、評価の実施、結果の通知のすべての段階に

おいて被評価者と評価者の面談を行うことにより、職員の能力開発

を促し、上司と部下のコミュニケーションの活性化を図っている。 

    また、評価の納得性・透明性を高めるとともに、職員の主体的な

職務遂行と自己啓発への取組を促すため、評価項目、評価指標、配

分点数などの評価基準を明示するとともに、評価結果は全て本人へ

フィードバックしている。 

Ａ３： 例えば、総合評価のＣには、Ｂに近いＣもあり、Ｃという評価結

果を伝えられただけでは、職員の間に不満が生じる場合もある。 

そこで、期末にフィードバック面談を行う際には、Ａ、Ｂという

評価結果に加えて、どのような行動が良かったか、どのような点を

頑張ればいいか、丁寧に話をするようにしている 

不服申し立ては、評価以前の、日頃の上司と部下の人間関係やフ

ィードバック面談に問題がある場合が多い。 

Ａ４： 能力・成果主義の徹底として、人事評価結果が良くない職員に対

しては、個別のカウンセリングを行っている。 

Ａ５： ２次評価の結果が確定した段階で、２月末までに被評価者に評価

結果を通知し、評価結果の内容について説明を行う。特に、評価で

減点となる項目があった被評価者に対しては、評定の根拠となる客

観的な事実を伝えるとともに、次年度に向け、人材育成のための指

導・助言を行っている。 

Ａ６： 以前は、評価のフィードバックは行わず、上司と部下の評価に関

する対話は年１回の賃金辞令交付の際のみであったが、現在は、目

標設定においても、目標の達成度合いの確認においても、上司の指
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導・援助や、職場での対話が生まれ、職場の目標が明瞭であるとい

う意識が芽生えている。 

Ａ７： 人事評価の評語を検討した結果、「標準的」、「秀逸」、「努力が必

要」などの言葉を一切排除した。評価結果は、パフォーマンスの良

否ではなく、評価をしている集団の中での位置づけ、相対的な順位

を示しているだけであるという考え方のもと、評語は言葉ではなく

「Ｅ１～２、Ａ１～３、Ｂ１～２」としている。本人にも「あなた

の位置はＡ３です、Ａ２です。」といった返し方をしている。 

      評価の評語は、いわば記号であるということを繰り返し徹底して

いることが浸透してきており、育成の意識が高まっている。 

 

【総括】 

評価結果の納得性を高め、人事評価制度を人材育成に効果的に活かすため、

時機に応じた職員との面談を通じ、丁寧に評価結果のフィードバックを行う

ことが重要であるとの認識のもと実施されている。 

フィードバックを行う際には、評価結果の理由を伝えるとともに、設定目

標や評価の内容に応じた具体的な改善点を提案することにより、職員の不安

を取り除き、やる気や動機付けをさらに引き出すための工夫が行われており、

特に評価結果が下位区分に該当する場合には、改善に向けた助言・指導がな

されている。 

特に民間企業においては、賃金に大きな差をつけ、評価の高い社員に大き

なモチベーションを与えるしくみとなっている反面、成績の良くなかった社

員に対しては、次回以降に能力発揮してもらうため、丁寧な面談、評価のフ

ィードバックが行われている。 
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④ 人事評価制度の苦情相談について 

 

   人事評価制度設計にあたり、被評価者からの苦情等に対応する仕組みを設

けているか。 

 

Ａ１： 人事評価相談申出制度を整備し、評価に関する職員の相談や苦情

等に適切に対応することとしている。 

人事評価制度導入当初は、制度運用に対する苦情相談があり、総

務課長が対応したが、現在ではほとんどない。 

Ａ２： 「部局相談窓口」を各部局に設け、各部局総務監・総務課長等が

相談員として対応する。部局相談窓口の対応に納得しない場合等は、

「全庁相談窓口」で人事課長が相談員として対応する。 

苦情相談の申出を行ったことを理由とした不利益な取扱いは禁

止している。 

平成２２年の後期から導入し、これまで３人苦情処理が出てきて

いる。 

    苦情等は、被評価者と評価者のコミュニケーションが十分に図ら

れていないことにより生じるものがあるため、まずは、当事者間で

話し合いをして、相互理解による苦情等の解消に努めるべきである。 

Ａ３： 評価の客観性、公平性を高めるために苦情処理制度仕組みを整備

している。対象とする事項は、業務目標の設定に関すること、２次

評価の結果に関すること、面談・評価結果通知等の手続に関するも

のと限定しており、最終評価は苦情相談の対象にしていない。 

       課長補佐以下の職員は、局の人事担当課が受付窓口となり、原則

として人事担当課長が処理責任者となって対応する。管理職は人事

評価制度所管部署が受付窓口となる。課長補佐以下の申出者は、局

の人事担当課からの通知に納得できないときや、修正後の評価に納

得できないときは、人事評価制度所管部署に改めて申し出ることが

できる。 

       苦情相談の申出を行ったことを理由とした不利益な取扱いは禁

止している。 

       苦情相談の件数は、平成２３年度５件、平成２２年度８件、平成

２１年度７件となっている。 
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【総括】 

   人事評価制度の公平性・透明性の確保、信頼性の向上のための取組の一環

として、苦情処理制度等、いわゆるセーフティネットとして機能する仕組み

が設けられている。 

ケーススタディでは、民間企業よりも地方公共団体において、具体的に制

度設計されている事例がみられ、実際に苦情の申し出があり、運用されてい

る例がみられる。また、苦情相談の申し出により、不利益な取り扱いを禁止

するなど、職員に対する安心感を与える工夫もなされている。 
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⑤ 民間企業において評価における標準未満の対応について 

  

   ある地方団体では標準未満が２％ぐらいしかないが、これはどんなに優秀

な人が多くいたとしてもかなり少ないと思われる。これを全体のモチベーシ

ョンを下げずに適度な範囲の標準未満をつくるとすれば、民間企業において

は、枠提示をしているのか、あるいは、あくまでも絶対評価を積み上げるよ

うな形でうまく位置づけているのか。どのような工夫をしているか。 

 

Ａ１： かつては枠をはめていたが、今は原資を渡すという方式に変えて、

部門によっては１人だけとても優秀な人がいる、あとは大したこと

ないとか、全員まずまずやっているとか、予算を１人に寄せるある

いはならす、この自由度を与えた。 

Ａ２： 制度の中で標準という定義をあえてしていないが、役割、等級を

担えないのであれば下に降格させるというものは制度上はある。実

態は数としては少ない。 

Ａ３： 役所の仕事はできなければまずいという仕事が結構多い。もしで

きなければまずいというところできちんとやる、でも、原資をいじ

らないというのであれば、例えば全員の基準賃金を上げて、その分、

できなかった人は大きく下げるというような、そういうやり方も、

あくまで論理的な可能性だが、あるのではないか。例えばＡで６号

俸上がるのが４号俸ぐらいにして、５が３にしてという感じで、Ｄ

だったらゼロかマイナス１にするなど。 

 

【総括】 

   地方公共団体においては、人事評価制度を実施する団体が増加する中で、

一律昇給を行う団体が減ってきているものの、標準未満の評価を受ける職員

が少ないという状況にある。このような状況はラスパイレス指数にも影響が

及ぶ可能性があり、運用上の課題であると考えられる。 

民間企業においては、一定の枠はめを行ったり、原資管理を部に委譲して

自由度を与えるなどの工夫を行っているところである。 
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３ 給与等への反映について 

 

① 査定昇給における、支給額・加算額の差について 

 

 人事評価において最上位区分の評価結果となった場合、標準区分や最下位

区分である場合と比べて、昇給において、支給額や加算額にどの程度の差を

設けているか。 

 

Ａ１： 管理職において最上位区分と標準区分の差は５号給である。また、

最上位区分と最下位区分の差は８号給である。 

Ａ２： ４０歳の係長クラスで、最上位区分と標準区分の差は２号給であ

り、年額で約５万円の差となる。また、最上位区分と最下位区分の

差は６号給で、年額で約１５万円となる。最上位区分の職員は係長

級全体の３．４％である。 

Ａ３： 管理職において最上位区分と標準区分の差は５号給である。また、

最上位区分と最下位区分の差は８号給である。 

Ａ４： 管理職において最上位区分と標準区分の差は５号給である。また、

最上位区分と最下位区分の差は８号給である。  

Ａ５： 行政職平均で、昇給区分が最上位区分と標準区分との差は２号給

であり、年額で約５万円の差となる。また、最上位区分と最下位区

分との差は６号給で、年額約１５万円となる。最上位区分の職員は

全体の９．６％である。 

 Ａ６： 課長代理クラスの場合、最上位区分であった場合、最大で約１５

万円の加算となり、平均加算額である４万と比べて約１１万円の差

となる。 

Ａ７： 課長補佐クラスで、最上位区分と標準区分を比較した場合、最大

で約９０％増の支給となる。 

 

【総括】 

   民間企業においては最上位区分と標準の差がかなり大きくなっているが、 

地方公共団体においても職員のインセンティブを高めるため、勤務成績の加

点幅を大きくすることにより、加算額に差をつけている例が見られる。 

   また、民間企業においては、賃金の算定にあたり、「本給」の他に勤務成

績を反映する「業績給」が設定されている例もみられる。 
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② 勤勉手当・一時金における、支給額・加算額の差について 

 

人事評価において最上位区分の評価結果となった場合、標準区分や最下位 

区分である場合と比べて、勤勉手当や一時金の支給額や加算額にどの程度の

差を設けているか。  

 

Ａ１： 係長クラスで、最上位区分と標準区分の差は年額で約１４万円、

最上位区分と最下位区分の差は年額で約２２万円となる。 

Ａ２： ４０歳の係長クラス平均でみると、最上位区分と標準区分の支給

率の差は１００分の６で、年額約４万円の差となる。また、最上位

区分と最下位区分の支給率の差は１００分の１３で、年額約９万円

となる。最上位区分は係長級の３．４％である。 

Ａ３： 管理職層で、最上位区分と標準区分の支給率の差は約１００分の 

２５で、最上位区分は約６％である。 

Ａ４：  参事・副参事級で、最上位区分と標準区分の支給率の差は約   

１００分の１２で、最上位区分は約７％である。 

 Ａ５： 行政職平均で、最上位区分と標準区分の差は年額で約１２万円の

差となる。また、最上位区分と最下位区分の差は年額約２５万円と

なる。最上位区分は全体の８．４％である。 

Ａ６： 課長代理クラスの加算額をみると、最大で２４万円の加算となり、

平均加算額である１０万円と比較して１４万円の差となる。 

Ａ７： 課長補佐クラスの加算額をみると、標準区分と比較した場合、最

大で１３０％増の額が加算される。 

 

【総括】 

   民間企業においては最上位区分と標準の差が大きくなっているが、地方団

体においても職員、勤務成績の加点幅を大きくすることにより、加算額に差

をつけている例が見られる。 

   また、民間企業においては一時金の算定にあたり、「個人業績加算」だけ

ではなく、会社の業績を評価する「組織業績加算」の枠があり、組織目標達

成のインセンティブとなっている。 
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③ 評価結果の昇給等への反映における相対化について 

 

   評価結果を昇給や勤勉手当・ボーナスに反映する際、どのように評価結果

を相対化しているか。 

 

Ａ１： 評価区分ごとに、分布率の標準を提示しており、各部局で標準内

に収めることで評価のばらつきを調整している。最終的に人事課で、

全体を集計した上で、部局間の調整を行っている。 

Ａ２： 勤勉手当成績率の反映に際しては、予め上位区分についてのみ分

布率を定め、分布率は原資（２％差し引いた率を標準とすることで

確保）内に収まるよう考慮している。 

成績昇給の反映に際しては、予め上位区分についてのみ分布率を

定め、１５％特昇の枠内に収まるように考慮している。最後に相対

的に分布できるように、当初ではなく、最終評価が決まった後に評

価区分の基準点の公表を行う。 

Ａ３： 評価は絶対評価であるが、配分できる原資には限りがあり、どの

程度の割合の職員が上位区分の率の適用を受けられるかの割合（分

布率）を目安として提示している。 

評価結果と給与への反映の齟齬は、可能な限り、ない方が望まし

いと考えているが、上位区分（例えばＢの評価）の評価を受ける職

員が、この目安を大きく超えている場合には、たとえＢの評価であ

っても、Ｂの勤勉率（加算率）が適用されない場合もある。その場

合、職員本人には、「Ｂの評価ではあるが、予算の関係上Ｂ評価の

勤勉率は適用されない」旨を伝えることとなる。 

Ａ４： 昇給及び勤勉手当について、予め上位区分についてのみ分布率を

定め、最終評価において総務課で調整し、相対評価に置きかえてい

る。 

Ａ５： 業績評価及び能力評価の２次評価までの評価については、基準に

従い点数を算定し絶対評価により行っている。その後、課長級以上

の管理職については任命権者ごとに、課長補佐以下の職員について

は局の単位ごとに、業績評価と能力評価の合計点を相対評価で区分

し、最終評価を決定している。 

Ａ６： 職務遂行能力を着眼点とする人事考課は、対人比較による相対評

価ではなく、職区分（Ｅ、Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３）ごとに個人の発揮し
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た能力を、職区分定義に照らして絶対評価している。これにより「当

年度職能点」が付与され、累積職能点が一定水準に達すると昇進対

象者となる。 

    ただし、対象者全員が昇進するわけではなく、昇進枠が設けられ

ているため、昇進者を決定する際に相対化が図られるしくみとなっ

ている。  

Ａ７： 人事評価のプロセスをみると、まず、課長が部下の「役割達成度」

「行動」を評価する。次に、部長が課長を集め「役割達成度」及び

「行動」評価を個別に確認し、「人事評価マトリクス」上の位置を

決定する。その後、センターまたは本部単位で、マトリクスに基づ

き相対分布を行い、評価ランクを決定している。これは原資管理で

ある。 

 

【総括】 

   評価結果の給与等への反映にあたっては、評価の相対化が必要であるが、

多くの団体では分布率を定め、部局などに示している。ただし、部局間の最

終的な調整は、人事当局が行っている場合が多い。 

   民間企業においては、課長職が絶対評価をし、その結果に基づいて部長職

が相対評価を行うといった２段階評価を行っている例がある。 
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④  新規採用職員における評価の差について  

 

若い時期は能力蓄積の時期だから、若い時期にはあまり差をつけないほう

がいい、分布を散らさないほうがいいということをよく言われる。給与上、

どのくらいの格差を設けるべきか、それは何歳ぐらいからか。  

 

Ａ１： ３０歳を過ぎ、主任クラスに上がってから初めて差をつけるべき。 

Ａ２： 公務員というのは、あまりにも優劣をつけ過ぎると仕事をしなく

なる。勝者・敗者とはっきりさせるのではなく、少しずつ、０ .５

歩とか０ .３歩ぐらいずつ差をつけて競わせたほうがよい。若いこ

ろにあまり差をつけるのはどうか。  

Ａ３： 役所に入って１つ目の職場が終わるぐらい、大体５年ぐらいする

と、能力的には変わらないが責任意識と達成意識は、かなり差が出

てくる。  

ただ、１回目に配属された所属の仕事の与え方と、上司とのかか

わり方が相当影響するので、１回目だけで勝負をつけるのは酷なの

で、２つ目の課ぐらいのところ、３０過ぎぐらいのところから差を

つけるべき。役所だと、大勢で、人海戦術的にやるような窓口的な

ところと、部署で仕事の質だとか内容だとか、全く違うため、たま

たまそこに配属されただけでということで、チャンスの芽をとるこ

とはしない方がよい。  

Ａ４： 制度としては、新規採用職員に、高い評価をつけることも可能に

なっている。ただ、最近の傾向として、民間経験者の採用も結構増

えており、入ってすぐ即戦力になる方もそうでない方もいるので、

一概にどっちの評価が適正なのかはなんとも言えない。ケース・バ

イ・ケースで見ていかざるを得ない。  

Ａ５： 大体３０代前半、主査クラスになると給与に反映させる。若いと

きは約３年で職場を替わり、大体１０年で約３カ所回るため、そこ

までくればある程度差が見えてくるので、評価も差をつけている。 

   Ａ６： 基本的に大卒で採用後３年間は同じ級の位置づけとしている。３

年後には１００％昇進させるが、その後は、昇進枠の関係で、９０％、

８０％と下がってくる。  
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Ａ７： 育成期間としては例えば大学卒では２年９ヶ月を育成期間として

いるが、評価の差を設けている。ただし、育成期間終了後の評価分

布と比較して中位を大きくとっている。３年で差をつけるのは、他

の団体との比較では早い方である。  

 

【総括】 

  新規採用後、何年くらいから差をつけるかに関して、地方公共団体では、お

およそ３０歳をめどに差をつけ始めている。 

また、民間企業においては今回のケースでは採用後３年が目安となっている

が、これは他の企業と比べても比較的早いとのことである。 

  若年層にどのような差をつけていくかについては、さらに検討が必要である。 
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４  その他人事制度上の工夫  

 

①   地方公共団体における降格等の制度について  

 

   自己申告による降格制度について、どのような制度設計となっているか。 

 

Ａ１： 専門的知識、技術等が不足しているため、職務の遂行を適切に行

うことができない職員や、心身の故障により、職務の遂行に支障が

生じている職員など、実績評価または能力評価が良好でない職員に

ついて、スキルアップ支援等対象職員に認定している。  

当該職員に対しては、１年間の研修計画を立てた上で職場研修等

を実施し、その効果が現れなければ、分限処分を検討することとな

る。  

また、実績評価及び能力評価が良くない係長については、その職

責が果たせていないと認められる場合には、職権によって係長の職

を解くこととしている。さらに、職員自ら、降任又は解職を希望す

ることができる制度も設けている。  

Ａ２： 連続して著しく評価結果が悪い職員の対応策として、分限処分に

関する取扱要綱を整備した。  

２年連続で１の評価、または、３年以上２以下の評価を受けてい

る職員を対象に、分限指導（フォローアップ）を実施している。分

限指導を行った結果、成績が悪ければ、分限処分が行われ、降任、

降格を行う仕組みである。  

職員の降格に対する希望を尊重することにより、職員の職務に対

する意欲の向上を図り、もって組織の活性化を図ることを目的とし

て職員本人の希望を考慮した降格制度を実施している。  

       勤務成績の悪い職員の背景には、本人の意思とは異なり、病気や

家族の介護等の様々な個人的理由があり得るため、分限ではなく自

ら降格するという選択肢として、分限処分制度と同時期に導入した。 

       分限指導対象職員になった職員について、希望降格で課長から係

長、あるいは係長から主査に降格した職員、また、退職を選んだ職

員がいる。  

Ａ３：  希望降任制度により、係長あるいは課長補佐から下位の役職に、

自らの希望で降任する例がある。過去、平均すると年に３～４人降

任があったが、最近は該当者がいない。  

- 25 -



【総括】  

民間企業ではあまりみられない制度として、地方公共団体における「自己  

申告による降格制度」がある。  

人事制度の一環として実施されているが、勤務成績不良の背景として、病

気や家族の介護など、本人の努力とは別の理由がある場合などに、本人の申

告に基づき降格を行う制度である。  

役職に就いたものの十分な能力発揮ができていない職員について、役職を

解くことにより幅広く人材活用をしようとするものである。  
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Ⅲ ケーススタディ 

１ 民間企業の取組事例 

 

 ① キヤノン株式会社  

 
(1)制度導入に際して 

○人事制度改革の経緯 

２００１年に、それまで３０年以上実施してきた職能資格制度を新た

な人事制度に変革した。  

その理由は、①賃金総原資の配分が結果平等的になってきたこと、②

「職能」と実際に担っている「役割」が一致しなくなってきたためであ

る。  

制度変更にあたっては、キヤノンの伝統である実力主義と人間尊重主

義を生かし、従来以上に組織・個人の活性化を図ることを目的とした。

その結果、「人」を基準とする職能資格制度から「仕事」を基準とし、

さらに「成果」を重視した役割給制度へ転換することになった。  

時代と環境の変化に応じて制度を変更したとしても、企業風土や社員

の意識が変わらなければ、新しい人事制度がどれだけ優れていても意味

がない。こうした認識から、制度導入後は管理職・組合員全員に対して

研修を実施し、新制度の浸透を図った。数年間にわたり、合計で延べ４

万人、実施回数は１，０００回を超える。 

 
 (2)制度の概要 

○人事評価制度 

役割の遂行結果（成果）を評価し賃金に反映させ、フィードバックを

通じて人材育成につなげていく。 

 
○評価プロセス 

評価は年初の１月から１２月がサイクル。  

まず、年初に前年度の評価が伝えられ、１年間の給与が決定する。そ

の後、１月終わりに年間目標を立て、７月に中間面談、１２月上旬に期

末面談を行っている。  
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○「プロセス」・「行動」に着目した人事評価  

人事評価は、「役割達成度」と「行動」の組合せで評価している。  

まず、「役割達成度」は、アウトプット（仕事の量と質）とプロセス

（仕事の進め方）で評価している。２０００年前後は成果主義がブーム

になっていたが、目標設定にあたり、成果主義の弊害と言われている、

“社員全員の目標のハードルの低下”や“挑戦的な目標が出ない”とい

ったことが現場で言われ始めてきたことから、人事評価は結果主義では

いけないと判断した。社内業務は、様々な部門が協力しながら行う、い

わば団体戦といえる業務が多いことから、個人のアウトプットのみなら

ず、プロセスも評価すべきと判断し、アウトプットとプロセスのウェイ

トを半々とした。  

次に「行動」の意味は、いくらいいプロセスでいいアウトプットを残

しても、行動が伴わなければ評価できないという発想である。「仕事を

する個人としての行動」、「組織人としての行動」、「社会人としての行動」

を数項目で示している。これは、会社として求める社員に対する理想像

を内部で議論して決定したものである。アウトプットとプロセスは５段

階、行動は４段階で自己評価した上で、上司が確認することとなってい

る。  

３項目の考え方は次のとおりである。  

・「仕事をする個人としての行動」：仕事をする一人ひとりが当事者意識  

をもっているか、挑戦性をもって行動しているかそうでないといいア

ウトプットやプロセスが出ない。  

・「組織人としての行動」：行き過ぎた成果主義や個人主義に陥らないよ

うに、チームワークや組織活動を大切にすること。  

・「社会人としての行動」：会社のブランドをきっちり守っていくこと。 

 

そもそも「自律した強い個人」をつくることが人事改革の目的である

が、言葉で「強い」ということを強調しすぎると、個人主義に走ってし

まう恐れがあることから、チームの中でどう役割を果たすのか、チーム

ワークを上げるために個人として何ができるのか、そのような問いかけ

を様々な場面で行っている。  
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(3)具体的な運用  

○評価評語における「言葉」の排除  

人事評価の評語を検討した結果、「標準的」、「秀逸」、「努力が必要」

などの言葉を一切排除した。評価結果は、パフォーマンスの良否ではな

く、評価をしている集団の中での位置づけ、相対的な順位を示している

だけであるという考え方のもと、評語は言葉ではなく「Ｅ１～２、Ａ１

～３、Ｂ１～２」としている。本人にも「あなたの位置はＡ３です、Ａ

２です。」といった返し方をしている。  

評価者の立場からすると、実は微妙な能力差があるということは分か

っていても、それを「優秀である」とか、「標準的である」という言葉

で評価しないといけないとなると、その言葉に反応してしまう。例えば、

部門長から「彼は優秀である。努力が必要というレベルではない。」と

言われると、人事担当も抵抗できないが、評語の言葉を一切なくしてい

るので部門長も反論できない。  

評価の評語は、いわば記号であるということを繰り返し徹底している

ことが浸透してきており、育成の意識が高まっている。  

 

○業績昇給及び昇給額の幅  

賃金について、前年度のパフォーマンスに対する「業績昇給」の制度

がある。この昇給は定期昇給と同様に年１回の昇給である。  

全員が昇給するわけではなく、また、上位等級に行くほど評価による

昇給金額の振れ幅が大きくなるような設計になっている。これは１年間

の業績に基づいて決定される。  

     Ｇ４のグレードに位置する社員がＥ１・Ｅ２評価であった場合、最大

で、基準となるＡ２評価の場合の９０％増の額が加算されることとなる。 

 

○賞与における個人業績加算額の幅  

賞与は、〔基本額＋個人業績加算額＋会社業績加算額〕により支給さ

れる。このうち、個人業績加算額については、役割等級と人事評価に基

づき決定されるが、これも上の等級に行くほど格差が大きくなるように

設計されている。  

Ｇ４に位置する社員がＥ１評価であった場合、最大で、基準となるＡ

２評価の１３０％増の額が加算されることとなる。  
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○評価者訓練  

評価制度を制定すれば個人の意識が変わるというものではなく、やは

り訓練が必要となる。訓練は繰り返し実施する必要があり、会社として

は 少 し ず つ メ ッ セ ー ジ を 変 え な が ら 浸 透 さ せ て い る 。 最 近 で は 、   

２０００年から２００５年にかけて大規模に評価者研修、被評価者研修

を実施した。  

一般的に、全体最適を強調すればするほど、全員同じような成績をつ

けようとするという傾向があることから、それを回避するためにもトレ

ーニングが必要である。部下の１年間の行動を評価するのであるから、

管理職もきちっとしたトレーニングを積み、感覚や自分の思い込みを排

除し、プロフェッショナルとしてやって欲しいということを、何度も繰

り返し説くことが大切である。  

 

○原資管理  

部門毎の原資を変えることはしていない。理由は、役割等級制度を実

施しており、例えば開発部門であってもＲ＆Ｄ部門であっても、管理部

門であっても、生産部門であっても、同じ等級であれば全員同じ評価基

準であるためである。従って、評価分布を守っていれば、想定していた

原資どおりになる。  

 

○評価の調整  

「役割達成度」、「行動」の評価にあたっては、まず自己評価をし、そ

れを上司が評価している。  

基準はつくっているが、評価者による差が出るため、評価者の評価後、

評価調整会議を行う。評価が中心化している職場については、原資管理

をきっちりやる観点から、評価の分布を調整している。  

 

○社員へのフィードバック  

被評価者に本人の位置づけをしっかり伝え、育成につなげることが大

切であることから、本人へのフィードバックにあたっては、「役割達成

度」のみならず「行動」に関する評価も説明している。  
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○新規採用者の扱い  

一般的に若い時期は能力蓄積の時期であり、あまり評価に差をつけず、

分布を散らさないほうがいいという意見がある。  

新規採用者については、制度としては、例えば大卒では２年９ヶ月ま

で「育成等級」に位置づけ、賃金の差をつけていない。仮に評価を行っ

ても大卒だと２年９カ月ぐらいまではほとんど真ん中に入る。実態とし

ては３年を超えると、徐々に差がでてくる。  
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人人
経営戦略経営戦略

人人
部門目標部門目標

個人の役割個人の役割
賃金制度賃金制度

個人の役割個人の役割

成果成果役 割役 割
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JobJob GradeGrade BandBandJobJob GradeGrade BandBand

G4G4G4G4

G3G3

G2G2

G1G1

GG

G1G1
TT
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G4G4
500,000

G4G4
G3G3

G2G2

G3G3

400,000 G2G2

300,000 G1G1
TTTT

200 000200,000

100,000

E1 E2 A1 A2 A3 B1 B2

G4 190% 8,000 0%

G3 180% 8,400 0%

G2 170% 8,800 0%

G1 160% 9 200 0%G1 160% 9,200 0%

T 150% 9,500 0%
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D C B A

DMax G4

C
Mid

3rd G3

G2
B
A

2nd

Mid G2

G1
A

Entry T

E1 E2 A1 A2 A3 B1 B2
G4 230% 0%

G3 230% 0%
G2 230% 0%G2 230% 0%

G1 230% 0%

T 180% 0%
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E1

A1
E2 10%

20%A1

A2

20%

30%
E1

A1
E2

A3

D

B1
B2 10%

30% A2

A3
B1
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G1 G4
（Ｅ１・Ｅ2） 10%

E1
E2
A1A1

20% 20%

E2

A2A2 30%

A3
60%

30%A3
B1・B2

A3
20% 10%

30%

D（Ｂ１・Ｂ２・Ｄ）

200 年から 人事制度改革 目指したも2001年からの人事制度改革の目指したもの

役割給制度役割給制度

自律した強い個人

三自の精神をはじめとした企業理念の再浸透

企業理念は普遍企業理念は普遍
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2000年2000年
・管理職新制度対応 約800人

/30回
約800人

/30回評価者研修

管理職
2001年2001年

2000年2000年
・部長ライン管理職

/30回/30回評価者研修

約3,000人
/120回

約3,000人
/120回評価者研修

・一般者新制度対応

課長代理 ライン課長＊管理職

賃金制度改訂

＊一般者

・一般者新制度対応

・実在者によるケーススタディetc.

約2,000人
/80回

約2,000人
/80回

2002年度
評価者研修2002年2002年

・課長代理・ライン課長

賃金制度改訂

・役割給導入に向けたマネジメントの

2003年2003年
ＭＡＰ研修
（一般者）

・意識改革、目標設定＆評価演習
約12,000人

/430回
約12,000人

/430回

研修
約2,300人約2,300人・役割給導入に向けたマネジメントの

意識改革と人材育成
2004年2004年 ＡＬＰ研修

約2,300人
/100回

約2,300人
/100回

・新しい評価制度の理解と認識の共有化2005年2005年 ＡＬＰ2005 約2,700人
/120回

約2,700人
/120回新しい評価制度の理解と認識の共有化

・強い組織へのマネジメント

2005年2005年 ＡＬＰ2005

・新しい評価制度の理解ＭＡＰ2005

/120回/120回

約16,500人
/420回

約16,500人
/420回

＊一般者

賃金制度改訂

・主体的なキャリア形成と意識改革（一般者）
/420回/420回
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  ②  株式会社ＩＨＩ   

 

(1)制度導入に際して  

○制度導入の経緯  

制度導入を行った平成１４年当時の労使の状況認識・意図は、次の３

点であった。  

①   日本経済の成長の鈍化、市場のグローバル化、IT 技術の急速な

進展により、経営環境は急速に変化している。  

②   この変化に対応し、事業継続と新たな飛躍をはかるためには、

組織が変化に応じた戦略と目標を設定するとともに、従業員が自

らの能力に応じた成果を上げることによって、目標を達成してい

くことが不可欠である。  

③   そのためには、目標管理制度と、成果を適切に処遇に反映する

仕組みの導入、さらにはこれらの仕組みの中で従業員が成長でき

る上司との対話の場が重要である。  

 

つまり、限られた経営資源（一人ひとりの貢献）を戦略に応じて、意

図したところに集中させなければ、組織の体力は瞬く間に消耗してしま

うとの危機感があり、労使合意に至った。  

一方で、労使合意においては「制度趣旨は当然としも、それ以上に職

場内のコミュニケーションや信頼関係こそが今後の事業継続の要であ

る」との共通認識もあり、制度導入以降、労使フォローアップ委員会を

適時開催していくこととなった。  

労使フォローアップ委員会では、制度運用状況（特に面談実施などの

プロセス）の確認、従業員アンケートの実施、納得度向上のための議論、

などを尽くして、現在にいたっている。  

 

○人事評価制度の狙い  

   平成１４年から、下記の２点を狙いとして現在の制度を実施している。 

・組織の戦略達成（従業員の貢献を引き出す）  

・能力主義・成果主義の定着・実現  

「能力主義」は、いわゆる職能等級制度である。「成果主義」は、目

標・課題に対する成果を結果に至るまでの過程等数字に表れない貢献度

までも合わせて評価を行い、処遇に反映することとしており、結果主義
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に陥らない評価制度を目指している。  

また、制度構築にあたって下記のような会社の事業特性等を考慮に入

れながら工夫をしている。  

①   長期プロジェクト等スパンが長い業務が多く、事業の正否は何

年か先にしか分からないこと。  

②   今は利益が出ていなくても将来に収益の可能性のある事業や開

発案件をどう評価するのか。  

 

(2)制度の概要  

○概要  

人事評価は、「人事考課」と「業績評価」の組合せで評価している。  

「人事考課」は、１０月から９月のサイクルで職務遂行能力（顕在化

した能力）を評価し、昇進や育成に使用するものである。  

 「業績評価」は通期評価と半期評価の２本立てになっており、いずれ

もプロセスを含めた組織貢献度を「目標管理制度」（ MBO（ Management By 

Objectives and self control））により評価している。  

通期評価は４月から３月のサイクルで実施し、４月の賃金改定に反映

させ、半期評価は一時金の成績加算に反映させている。  

 

(3)具体的な運用  

○絶対評価と相対評価  

事務・技術系従業員の人事考課は対人比較による相対評価ではなく、

職区分ごとに個人の発揮した能力を、職区分定義に照らして絶対評価し

ている。これにより、「当年度職能点」が付与され、累積職能点が一定

水準に達すると昇進候補者となり、その中から昇進者が人選される。  

 

○制度の見直し～褒められる機会を増やす～  

制度実施後、労使委員会を開催し制度の点検・見直しを実施している。

最近では、評価に柔軟性をもたせるため、業績給・成績給テーブルの刻

みを小さくした。  

また「チームワークと後輩育成がおろそかになっている」との労使の

認識から、評価の着眼点に「チームワーク」と「後輩育成」を明記した。

同時に一時金成績加算評価の平均を「ＢとＣの中間」から「Ｂ」に是正

した。是正前は、大半の人が平均的な評価を得る中で、あえてそれをＢ
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とＣに振り分けていた。社内では平均はＢという意識が強く、Ｃの評価

だと評価されていないとの意識があり、フィードバック内容への納得度

が低くなっていた。これを実態に合わせて平均をＢとすることで、評価

をフィードバックしやすくしたものである。Ｂであれば、努力を認めて

もらったという前向きなフィードバック面談が可能であろうと考えた。

その意味で、褒められる機会の増大を意図した改訂である。  

 

○個々人の目標達成による組織全体での戦略達成  

業績評価（目標管理制度）において、「自ら動く」ということに注力

している。組織目標から個人目標を設定し、従業員一人ひとりが個人目

的を意欲的に達成し、その過程で自己成長を果たすことを目的としてい

る。  

個々人の目標達成による組織全体での戦略達成を実現することが大

きな目標である。  

 

○通期業績評価と昇給額の幅  

例えば職区分のうち、Ｅ職（課長代理クラス、３５歳～３１歳）でみ

ると、基準賃金は〔本給＋職能給＋業績給〕で支給される。そのうち、

業績給は、通期業績評価により額が決定される。  

Ｓ評価であった場合、最大は150,000円の加算となり、平均であるⅣ

評価の場合の40,000円と比較すると、110,000円の差となる。  

 

○半期業績評価と加算額の幅  

一時金は〔基準賃金×支給系数×等級系数×出勤系数＋成績加算〕で

支給される。このうち、成績加算は半期毎の業績評価により決定される。 

半期業績評価の上期業績評価が年末一時金に、下期業績評価が夏季一

時金に反映される。  

加算額をみると、例えば、Ｅ職のＳＳ評価の場合240,000円の加算と

なり、最大で、平均であるＢ評価の100,000円と比較して140,000円程度

の差となる。  

 

○上司と部下の対話  

     以前は、評価のフィードバックは行わず、上司と部下の評価に関する

対話は年１回の賃金辞令交付の時のみであった。  
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しかし、現在は、目標設定においても、目標の達成度合いの確認にお

いても、上司の指導・援助や、職場での対話が生まれ、職場の目標が明

瞭であるという意識が芽生えている。  

 

○ルーチンワークの評価  

以前は、目標管理シートにルーチンワークや後輩育成など、数字にな

らないものは書くなという運用をしていたが、長年運用する中で、やは

りそういったものが組織活力の中心であるという認識が生まれ、１年ず

つの目標設定の中に縁の下の力持ち的なことも入れなさいと、むしろそ

ういう指導をしている。  

     弊社の成果主義、能力主義は、ルーチンワークや後輩育成等も評価対

象とすることで、いわゆる成果主義の弊害を補強したものとなっている。 

 

○能力評価と業績評価の相関関係  

評価結果において能力評価と業績評価の関係をみると、基本的には正

の相関になっている。ただ、能力評価が高く、能力があると思われてい

ても、長いプロジェクトで成果がうまく出ていないこともある。営業で

いうと１ ,０００億ぐらいの受注を狙っている人などは、５年に１回し

か売り上げが出ないので、そういう人は一番下かというと、プロセスを

評価するので真ん中ぐらいにはなるが、その程度で止まってしまう。分

布としては正の相関であるが、そういうケースはちょっとずれることが

ある。制度上そういうのもあり得るだろうということで、昇進条件も若

干両方を考慮しながら行うが、場合により業績評価が低いケースであっ

ても認めている。  
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Ｉ Ｈ Ｉ の人事処遇制度

ＩＨＩの人事処遇制度の狙い

① 組織の戦略達成（従業員の貢献を引き出す）

② 能力主義・成果主義の定着・実現

◇ 能力主義 ： 個々人の業務能力を判断して評価を行ない，処遇にする。

◇ 成果主義 ： 目標・課題に対する成果を結果に至るまでの過程等数字に表

れない貢献度までも合せて評価を行ない，処遇に反映する

（結果主義に陥らない評価制度を目指す）
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① 評価制度

③ 賃金制度

能力開発制度

② 職能等級制度

職区分・等級

職務系列

昇進階層別研修

公開講座

ローテーション 業績評価

自己申告

人事考課

一時金

職能給

本給

成績給
（E・F・CG以外）

業績給
（E・F・CG）

IHIの各制度の関係図

職能等級制度 （職区分定義は別添参照）

基
幹
職

ランクⅠ セクター長・工場長・副事業部長・部長・主幹 etc.

ランクⅡ 部長・担当部長・主幹 etc.

ランクⅢ 担当課長・主査 etc.

事務・技術系列（事技系） 技能系列 特務系列

職区分 等級 職区分 等級 職区分 等級

E職（課長代理） F職（職長） 1 CG職（警備長） 1

S1職 1 2 2

2 3 HG職

S2職 1 HT職 G職 1

2 T職 1 2

3 2 3

S3職 1 3 4

2 4 PG職 1

3 PT職 1 2

4 2 3

3
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賃金制度（概要）

基準賃金 本 給

職能給

成績給

業績給 業績給

本給

一時金（賞与）

退職金

職能給

組織業績
一時金

ポイント制
退職金

一時金

退職金

業績給

職能給

本給

一時金

退職金

成績給

職能給

基幹職 Ｅ職 S1/S2/S3職

賃金制度（一時金）

毎年労使交渉にもとづき決定

職能等級により決定

評定対象期間の出勤率により決定

半期ごとの業績評価により決定

上期業績評価 → 年末 下期業績評価 → 夏季

◇ 6月末（夏季）と12月初（年末）の年2回支給。

基準賃金

×

支給系数

×

等級系数

×

出勤系数

＋

成績加算

＝

支給額
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職務遂行能力
（顕在能力）

人事考課
A

業績
評価

組織貢献度
（プロセス評価）

昇進・育成

賃金

職能等級・指導・教育
職務付与・異動・出向
成果志向への動機付け

業績給・成績給
成果志向への動機付け

着眼点 主目的 用 途

評価制度 （組合員の評価制度）

通期
B

半期
C

一時金
一時金成績加算

成果志向への動機付け

実施時期 評定対象期間

人事考課 A 毎年10～11月 前年10月～当年9月

業績
評価

上期 C 毎年10～11月 上期（4月～9月）

下期 C

毎年2～3月

下期（10月～3月）
毎年5月

（確認・修正）

通期 B 毎年2～3月 通期（4月～3月）

評価制度 （評定対象期間）
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評価制度 （人事考課 A）

対人比較による相対評価ではなく，職区分（Ｅ、Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３）ごとに個人の
発揮した能力を，職区分定義に照らして絶対評価する。

これにより，「当年度職能点」が付与される。

Ｓ 抜群な能力発揮 （直ちに上位職区分に昇進し得る能力レベル）

Ａ 優秀な能力発揮 （近い将来上位の職区分に昇進し得る能力レベル）

Ｂ 良好な能力発揮 （現職区分として期待水準以上の能力レベル）

Ｃ 一定の能力発揮 （現職区分として 低限期待される能力レベル）

Ｄ 要努力 （現職区分として期待される水準を下回っている能力レベル）

⇒ 累積職能点が一定水準に達すると昇進対象者となる。

評点 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

累積点 ２．０ １．０ ０．６ ０．２ ０

評価制度 （通期業績評価 B）

ＭＢＯによる評価

Ｅ職は5,000円，Ｆ・ＣＧ職は4,000円刻みで，評定原資（平均Ⅳ前後）に収
まるように業績給（毎年洗い替え）を決定する。

評定原資（平均Ｂ）に収まるように，成績給（積上げ）を決定する。
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評価制度 （半期業績評価 C）

ＳＳ Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

Ｅ職 240,000 190,000 140,000 100,000 60,000 30,000 0
Ｓ１職 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0
Ｓ２職 80,000 66,000 53,000 40,000 27,000 14,000 0
Ｓ３職 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0

ＳＳ Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

Ｆ職／ＣＧ職 150,000 125,000 100,000 75,000 50,000 25,000 0
ＨＴ職／ＨＧ職 100,000 82,000 66,000 50,000 34,000 18,000 0

Ｔ職／Ｇ職 100,000 82,000 66,000 50,000 34,000 18,000 0
ＰＴ職／ＰＧ職 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0

ＭＢＯによる評価

評定原資（平均Ｂ）に収まるように，一時金の成績加算額を決定する。

評価制度 （業績評価と目標管理制度）

＜当社における目標管理（MBO）の定義＞

◇ Management By Objectives and self control

◇ 組織目標・役割から個人目標を設定し，従業員一人ひとりが個人目

標を意欲的に達成し，その過程で自己成長を果たすことを目的とし
ている。

◇ 個々人による目標達成により，組織全体での戦略達成を実現する。

◇事技系全員に導入。
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評価制度 （業績評価と目標管理制度）

4～5月 5月 4～9月 10月 10～3月 2月

M

B

O

シ
ー
ト
作
成

↑

目
標
設
定
面
談

↑

目
標
遂
行

↑

中
間
面
談

↑

目
標
遂
行

↑

期
末
面
談

上期業績評価に反映
下期業績評価，
通期業績評価に反映

基幹職の一時金制度

支給項目 内 容 割合

基本金額 職能ランク別の定額 ６割

組織業績加算
所属事業本部の前年度の事業業績に応じた職能ラン
ク別の金額

２割

個人業績加算 前年度の個人業績に応じた職能ランク別の金額 ２割

＊上記のほか，顕著な業績のある者に対してさらに加算（賞与加算）されることがある。
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基幹職の一時金制度 （組織業績指標）

指 標 項 目

評価単位 事業部，セクター

評価指標
・営業利益率の実績絶対値

・営業CF率（営業CF／過去3年平均売上高）の実績絶対値

評価対象 部門別連結業績（＊営業CFについては，単独業績で評価）

金額算出方法
部門ごとの実績値をそのまま点数換算し，点数に応じて加
算額を決定

組織業績加算額は，以下の指標によりセクター・事業部間の業績を比較して決定する。

労使処遇検討委員会による制度是正（平成23年）

１．業績給の「金額段階の高さ」是正

洗替給であるにもかかわらず実際の運用は固定化

する傾向を是正（Ｅ職は1万円から0.5万円，その他

は0.8万円から0.4万円へ）。

２．一時金成績加算の「平均値」の是正

MBO評価着眼点に「チーワーク」，「後輩育成」を明記

すると同時に，評定原資の平均を「ＢとＣの中間」から

「Ｂへ」へ是正（但し，総原資一定の中での見直しであ

るため，「Ｂの金額」はやや低下）。

＊「褒められる機会の増加」を意図した改訂。
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職区分 回答者数 回答率

Ｆ職

基幹職

Ｅ職

Ｓ１職

Ｓ２職

Ｓ３職

142

1,767

874

1,138

1,656

350

88%

91%

90%

89%

93%

93%

合計 5,927 91%

年齢 回答者数 回答率

56～

51～55

46～50

41～45

36～40

31～35

26～30

21～25

～20

341

300

739

1,240

1,097

747

918

530

15

69%

87%

91%

91%

92%

95%

96%

98%

94%

合計 5,927 91%

性別 回答者数 回答率

男性

女性

5,167

760

91%

92%

合計 5,927 91%

職区分 性別年齢

・調査時期 ： 平成23年10月
・回 答 者 ： 事技系および職長5,927名（回答率：91％）

※想定対象数：6,504名
（含む50歳以下の基幹職・関係会社出向者）

・分析項目 ： ① 業務関連 ５ 問
② 職場環境 ５ 問
③ 業務変更・異動の希望 ２ 問

自己申告 職場調査

18

項目 調査対象 2011 2010 2009 昨年度比 一昨年度比

仕事の変更希望 「希望する」率 5.7% 5.1% 5.5% 0.6% 0.2%

異動希望 「希望する」率 16.8% 16.5% 16.3% 0.3% 0.5%

仕事の質 「難しい」率 63.3% 61.5% 61.3% 1.8% 2.0%

仕事の量 「多い」率 55.3% 52.0% 51.8% 3.3% 3.5%

仕事の興味 「ある」率 77.9% 78.2% 77.6% ‐0.3% 0.3%

自己の能力 「活用できる」率 68.2% 68.8% 69.4% ‐0.6% ‐1.2%

現在の仕事 「満足」率 63.9% 62.9% 62.2% 1.0% 1.7%

職場の目標 「明瞭」率 83.2% 83.3% 83.4% ‐0.1% ‐0.2%

職場での仕事の効率 「良い」率 33.5% 33.0% 34.3% 0.5% ‐0.8%

進め方を変える努力 「している」率 72.4% 71.7% 72.6% 0.7% ‐0.2%

職場での対話 「ある」率 77.0% 76.3% 76.7% 0.7% 0.3%

上司の指導・援助 「受けている」率 79.3% 77.6% 77.7% 1.7% 1.6%

自己申告結果
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２ 地方公共団体の取組事例 

 

 ① 松 川 町   

 
(1)制度導入に際して 

 ○経緯 

地方分権時代を迎えた現在では、地域に起きている課題解決は「自治 

体」自らが計画、実行、評価、見直しを行う時代となっている。そのた

め、職員には、高い事務処理能力に加え、自ら課題を発見し、考え、実

践する能力が求められ、組織はそうした人材を育成する必要がある。 

  このような中、分権時代の自治体職員を育成していくため、人材育成 

基本方針（平成１８年３月策定）において「人材（ひと）が活きる人事

管理」をひとつの柱とし、人事評価制度を、平成１８年より試行、１９

年度より本格運用開始し、これまで、毎年制度の改善を行い、より公平

性・客観性・透明性の高い運用に努めてきたところである。 

 
○導入にあたり広く意見聴取 

「職員人材育成計画」と「自治体経営改革プラン」を策定し、その中

で人事評価制度導入の必要性を明記した。「確実に実行する」というコ

ミットを町民へ公表したことにより、至上命題と位置づけられ、確実に

導入することができた。  
職員に対しては、人材育成を第一義としつつ、行革の観点でも必要で

あると説明した。また、「職員人材育成推進委員会」を設置し、職員組

合役員にオブザーバとしての参加を求め、職員団体を通じた意見聴取の

機会を確保した。  
制度実施後も、毎年度職員アンケートを実施しており、職員個人から

の意見聴取の機会も確保している。  
 

(2)具体的な運用 

○給与等への反映の段階的導入 

本格実施の１年目は、課長級（５、６級）の勤勉手当のみ実施した。

２年目に課長級・係長級（４級）の昇給と係長級の勤勉手当に反映、６  
年目には主査（３級）の給与等にも反映するなど、徐々に対象を拡大し

てきている。また、１～２級は、評価は実施するが給与等への反映は行

っていない。  
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    ○個人目標と組織目標との関連づけ 

個人目標の達成が、課の目標の達成、ひいては町の総合計画の目標の

達成に繋がるという考え方で制度設計した。  
ただし、個人目標と組織目標を必ずしも関連させる必要がないという

ルールを設けている。例えば、窓口で戸籍事務を行っている職員の場合、

組織目標の中に自分の仕事に関連する目標がほとんど出てこないため、

関連付けしなくてもよく、また、関連性があるから必ずしも難易度が高

くなるということはない。  
 

○ルーチン業務の目標設定  
導入当初から、企画系の目立つ仕事を担任していると高い評価点が得

られやすいのではないかという意見があったため、難易度設定の区分に、

業務量という視点を設けた。定型的な業務を他者より迅速かつ正確に処

理する職員に対し、業務量の多寡で難易度を設定し、上位評価できるよ

うな仕組みへと改善した。  

 
    ○調整会議 

課間における評価点の甘辛等の点検及び調整機能として、目標設定

時・中間フォロー時・達成度評価時に実施する副町長による課長面談に

教育長・総務課長が同席し、それぞれの役割により難易度設定や達成度

評価の最終決定が行われている。 

 

    ○原資の確保  

     勤勉手当成績率上位者への原資は、全体から２％を差し引いた率を標

準とすることで確保している。  
 

○評価区分と分布率  

成績の昇給への反映に際しては、予め上位区分についてのみ分布率を

定め、１５％特昇の枠内に収まるように考慮している。  
評価区分の基準点は、原資を上回らない範囲で相対的に分布させるた

め、最終評価が決まった後にその基準点の決定及び公表を行っている。 

 
    ○昇任試験制度への人事評価結果の活用  

平成１８年度から、課長及び係長については、昇任試験制度を実施し

ている。また、平成２２年度からは、「論文」「面接」に、「直近数年の
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人事評価結果」を選考基準に加えた。ただし、選考基準は公表していな

い。  

 
    ○分限処分を想定したフォローアップ  

連続して著しく評価結果が悪い職員の対応策として、分限処分に関す

る取扱要綱を整備した。  
２年連続で１の評価、または、３年以上２以下の評価を受けている職

員を対象に、分限指導（フォローアップ）を実施している。分限指導を

行った結果、成績が悪ければ、分限処分が行われ、降任、降格を行う仕

組みであるが、現在までのところ、降任、降格は行われていない。  

 
    ○職員本人の希望を考慮した降格制度  
     職員の降格に対する希望を尊重することにより、職員の職務に対する

意欲の向上を図り、もって組織の活性化を図ることを目的として職員

本人の希望を考慮した降格制度を実施している。  
     勤務成績が思わしくない職員の背景には、病気や家族の介護等の様々

な個人的理由があり得るため、自ら降格するという選択肢として、前述

の分限処分制度と同時期に導入したものである。  
分限指導対象職員になった職員のうち、希望降格制度により課長から

係長、あるいは係長から主査に降格した職員がいる。  

 
   ○人事評価結果の分布の状況  

おおむね３割の職員が４、５に配分されて、６割が３、残りの１割が

２か１に当てはまっているという状況である。  

 
    ○保育士の評価分布  

保育士については、評価結果の中心化傾向が続き平成２２年度まで上

位評価への分布が無かったが、平成２３年度より上位評価の職員が分布

されるようになった。正規分布との乖離理由としては、保育士の業務性

質上からくる横並び意識が影響しているのではないかと推察される。長

年制度運用を続け慣れてきたということもあり、徐々に上位評価者が増

えつつある。  

 
    ○人材育成のための人事評価制度  

以前は、上司と部下が定期的に話し合う場、面談する場というのはほ
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とんどなかったが、人事評価導入後には「面談することで上司と部下の

コミュニケーションが図られるようになった」との声が多く聞かれるよ

うになった。また、導入以前には人材育成ということが上司と部下との

間できっちりと行われてこなかったが、人事評価制度導入後は、上司に

よる助言や指導が意識的に行われるようになり、人材育成につながって

きていると考えられる。  
 

○人事評価制度の賞与への反映  
総体的に組織の中で人材が伸びてほしいという趣旨のもと、大きな差

をつけて競争させるまではせず、多少なりとも差がついて「努力した者

は報われる」という程度（心のインセンティブ）に止めている。  
 

○人事評価制度に対する職員の理解  
職員アンケートを毎年行っており、導入当初は導入に対する反対意見

も多かったが、現在では概ね７割の職員が前向きな回答を行っている。 
公正な評価手法であるという理解が得られつつある一方で、目標管理

の手法については、シート作成に時間を要して負担が大きいという意見

も少なくない。しかし、公正な評価を行うという意味では、現状シート

程度の精度は必要ではないかと考えている。  
  

- 64 -



- 65 -



- 66 -



- 67 -



- 68 -



- 69 -



- 70 -



- 71 -



- 72 -



0

5

10

15

20

25

0

5

10

15

20

25

0

5

10

15

20

25

- 73 -



0

5

10

15

20

25

0

5

10

15

20

25

- 74 -



0

2

4

6

8

10

12

14

0

2

4

6

8

10

12

14

0

2

4

6

8

10

12

14

- 75 -



0

2

4

6

8

10

12

14

0

2

4

6

8

10

12

14

- 76 -



0

2

4

6

8

10

12

14

0

2

4

6

8

10

12

14

0

2

4

6

8

10

12

14

- 77 -



0

2

4

6

8

10

12

14

0

2

4

6

8

10

12

14

- 78 -



0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

- 79 -



0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

- 80 -



- 81 -



- 82 -



- 83 -



- 84 -



- 85 -



- 86 -



- 87 -



- 88 -



- 89 -



- 90 -



- 91 -



- 92 -



- 93 -



 

 

- 94 -



 

- 95 -



 

 

 

 

- 96 -



 

- 97 -



 

・

・

・

・

・

・

・

・

・

- 98 -



 

・

・

・

・

・

・

・

・

・

- 99 -



 

- 100 -



 

- 101 -



 

- 102 -



 

- 103 -



 

- 104 -



 

- 105 -



 

- 106 -



 

- 107 -



 

- 108 -



 

- 109 -



 

- 110 -



 

- 111 -



 

- 112 -



 

- 113 -



・
各

課
の

組
織

目
標

（
標

題
）

を
記

載
す

る
。

・
難

易
度

Ａ
又

は
Ｂ

の
場

合
は

・
高

い
難

易
度

は

T
3

 で
も

高
得

点
が

配
点

さ
れ

て
い

る
の

で
、

過
大

な
加

点
と

な
ら

な
い

よ
う

注
意

が
必

要
。

・
４

～
５

の
業

務
目

標
を

設
定

す
る

。

（
全

て
の

担
当

事
務

を
カ

バ
ー

す
る

よ
う

に
設

定
す

る
こ

・
目

標
の

達
成

に
向

け
、

「
ど

の
よ

う
な

方
法

で
」

「
ど

の
よ

う
な

役
割

で
」

行
う

の
か

を
記

載
す

る
。

・
「

目
標

の
達

成
期

日
」

を

記
載

す
る

。

・
「

ど
こ

ま
で

（
ど

の
程

度
の

水

準
ま

で
）

」
活

動
す

る
か

、
達

成

す
る

の
か

を
、

「
数

値
」

又
は

「
具

体
的

な
状

態
」

で
表

現
す

る
。

・
評

価
理

由

は
必

ず
記

載

す
る

。

・
各

課
の

組
織

目
標

（
標

題
）

を
記

載
す

る
。

・
難

易
度

Ａ
又

は
Ｂ

の
場

合
は

そ
の

理
由

を
記

載
す

る
。

・
高

い
難

易
度

は

T
3

 で
も

高
得

点
が

配
点

さ
れ

て
い

る
の

で
、

過
大

な
加

点
と

な
ら

な
い

よ
う

注
意

が
必

要
。

・
４

～
５

の
業

務
目

標
を

設
定

す
る

。

（
全

て
の

担
当

事
務

を
カ

バ
ー

す
る

よ
う

に
設

定
す

る
こ

・
目

標
の

達
成

に
向

け
、

「
ど

の
よ

う
な

方
法

で
」

「
ど

の
よ

う
な

役
割

で
」

行
う

の
か

を
記

載
す

る
。

・
「

目
標

の
達

成
期

日
」

を

記
載

す
る

。

・
「

ど
こ

ま
で

（
ど

の
程

度
の

水

準
ま

で
）

」
活

動
す

る
か

、
達

成

す
る

の
か

を
、

「
数

値
」

又
は

「
具

体
的

な
状

態
」

で
表

現
す

る
。

・
1

つ
の

目
標

は

最
大

3
0

%
以

内

と
す

る
こ

と
。

（
難

易
度

A
及

び

B
は

3
0

％
以

内
、

総
和

で
4

5
％

以

内
）

・
評

価
理

由

は
必

ず
記

載

す
る

。

・
２

次
評

価
で

、

１
次

評
価

と
異

な

る
評

価
を

す
る

場

合
は

必
ず

理
由

を

記
載

す
る

。
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 ②  豊  田  市   

 

(1)制度導入に際して  

 ○経緯  

人事評価制度をスタートさせた平成１０年度の人事の議論の中で、一

番若手の課長と一般の職員の給与の逆転がある、もしくは、非常に近い

給料になっており、責任と権限に応じたものと給与が合っていないとい

うところから、人事考課を入れるべきだという議論があり、処遇に反映

することは目的の一つであった。  

また、人事異動、昇任等も含めて、人事のブラックボックスの中です

べて決まっており、一般の人事課以外の職員は、どういう形でこの人が

昇任して、この人が昇格して、というのが不透明な中で行われてきたも

のを、一般の職員にもわかるように尺度を設けるべきだという考え方の

中で、人事評価制度を導入した。  

 

(2)具体的な運用  

○ジョブ・ローテーション、ジョブ・リクエスト  

人事評価において、ルーチンワークをやっているところと、企画事業

系をやっているところ、配属先でかなり有利・不利という思いが職員の

中に根強くあり、それを解消するのとあわせて人材育成として、ジョ

ブ・ローテーションという仕組みをとっている。  

行政職では、企画事業系、住民対応系、一般管理、制度管理という４

つの分野を、新人から入ってから係長に昇任する３５歳の年次まで、一

通りできるだけ回す（実際には、４つ回すのは非常に厳しいので、半分

ぐらいの職員は３つぐらいしか回らない）。  

また、自分の能力はもっとあるのに、ルーチン系のところの仕事しか

配分されていないので適正に評価されていないという思いの強い人は、

ジョブ・リクエスト制度により、本人からエントリーして、人事異動を

積極的に自分から働きかける仕組みもある。  

 

○個別カウンセリング  

能力・成果主義の徹底として、人事評価結果がよくない職員に、個別

のカウンセリングを行っている。当初は転職支援も視野に入れていたが、

個別に呼んで希望退職という形で実施している。  

人事評価結果に基づく分限免職処分を行った例はなく、全て希望退職
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という形で運用している。  

 

○職員が活躍できるフィールドを用意  

     若手職員には、どんな仕事に適性を持っているか自分で気付かない場

合が多いため、３６０度診断などを通して自分の能力の棚卸しを行うジ

ョブデザイン研修を実施している。さらには、これから必要とされる能

力を身に付けていく次世代リーダー研修を受講し、自分が活躍できるフ

ィールドを探し、チャレンジ提案、施策提案実現プロジェクトに参加す

ることで、若いときから政策立案と実施に携われる機会を用意し、机上

論ではなく実践の場で活用できるフィールドを用意している。こうした

機会を経て、トヨタ自動車をはじめとした民間企業への派遣にも挑戦で

きるようになっている。  

チャレンジしやすい環境づくりと身に付けた能力を活用できるフィ

ールドを用意することで人事評価制度をより納得性の高いものにして

いる。  

 

○チャレンジ精神を評価する加点主義  

難易度を設定する中で、チャレンジングな目標を設定しなさいという

制度設計になっており、難易度が高い目標を設定して、達成度が仮にや

や低かったという結果になっても、それより低い難易度を設定したとき

よりも点数が下がりすぎないというような形になっている。チャレンジ

ングな目標をして達成がうまくいかなかったということがあっても、本

人の不利にならないというような考え方をしている。  

この考え方に基づき、業績評価点のマトリクス表において、より難易

度が高い方に点をつけるようになっている。  

 

○個人目標シート  

昨年度までは一般の職員用も係長以上と同じシートを使っていたが、

目標を４つもなかなか書けないという声があったということと、団塊の

世代の退職に伴って、職員の構成が変わり、新規採用職員が増えてくる

というような状況の中で、係長とのコミュニケーション、進捗管理も含

めた意思疎通がしやすい形として、２４年度から様式を変えた。  

係長とのコミュニケーションツールの色彩をかなり強く推したため、

かなり一生懸命頑張っている人も、ほどほどにやっている人も、人事考

課点が同じになってしまうため、「チャレンジ目標（任意）」という欄を
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設け、頑張っている職員、自分の役職を超えて、それ以上の仕事をして

いるような職員について、このチャレンジ目標で任意に書いてもらうこ

ととしている。もしくは、人材育成の中で、こういう課題を直したい、

改善したいという思いがある職員については、このチャレンジ目標を任

意に設定して、それを加算していく。チャレンジ目標により、１００点

の業績考課プラスアルファが実際にはあるという形になる。  

 

○勤勉手当への反映  

勤勉手当の配分については、３％を原資として広く職員から集めるた

め、標準の成績の方は、一般的な成績率の中から３％がカットされると

いうことになる。それを原資にして、成績Ａ、Ｂの職員に配分している。  

 

○評価にあたってのルール  

連続してＡ判定の評価をすることができないというルールになって

いる。給与構造改革の前は、高い評価が連続すると、かなりの格差につ

ながっていくのでよくないということで、３年に一回しか特別昇給はな

いという運用をしていた。それが組合員である係長にも人事評価が入っ

たときは、同じく３年に一回の人事考課特昇という形で交渉に入ったが、

最終的には４年に一回で妥結をした。組合員である係長のところは、い

まだに４年に一度しかこのＡ判定がつかない。非常に優秀で、すごく仕

事ができて、毎年のようにＡ判定に相当する人事考課点を取ったとして

も、４年に一回しかＡという判定はつかないという状況である。  

給与構造改革以降は、管理職、課長補佐以上については、Ａの２年連

続はないと決めているが、例えばＡ、Ｂ、Ａ、Ｂは認めており、また、

Ｂ、Ｂも当然ある。  

 

○評価結果の出現状況  

課長昇任試験、係長昇任試験が導入されて、人事考課も含めた昇任に

なっているので、課長以上で、病気で長期にわたって勤務ができなかっ

たという人を除けば、基本的にＤ判定、Ｅ判定をつけるような職員はい

ない。この中で標準分布をつくって設定をしていこうという議論もある

が、実際の運用は難しい状況にある。  
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 ③ 川 崎 市   

 
(1)制度導入に際して 

 ○経緯 

平成１４年９月に策定した「行財政改革プラン」において、人事制度

を能力・実績を重視した制度に改め、職員のやる気や働きがいを引き出

し、職員の有する能力を最大限に活用することのできるシステムを導入

することなどを定め、人事評価制度の構築に着手し、平成１６年度～ 

１７年度の２年間の試行を経て、平成１８年度から本格運用を始めた。 
 

(2)具体的な運用 

○絶対評価か相対評価か 

業績評価及び能力評価の２次評価までの評価については、基準に従い

点数を算定し絶対評価により行っている。その後、課長級以上の管理職

については任命権者ごとに、課長補佐以下の職員については局の単位ご

とに、業績評価と能力評価の合計点を相対評価で区分し、最終評価を決

定している。  

 
○評価結果のフィードバック 

     ２次評価の結果が確定した段階で、２月末までに被評価者に評価結果

を通知し、評価結果の内容について説明を行う。特に、評価で減点とな

る項目があった被評価者などに対しては、評定の根拠となる客観的な事

実を伝えるとともに、次年度に向け、人材育成のための指導・助言を行

っている。  
最終的に２次評価の点数を相対評価し、最終評価を決定し、その結果

については４月上旬を目途に被評価者に通知しているが、その際には評

価者からの説明は特に行っていない。  

 
○苦情相談 

     評価の客観性、公平性を高めるために苦情相談の仕組みを整備してい

る。対象とする事項は、①業務目標の設定に関すること、②２次評価の

結果に関すること、③面談、評価結果通知等の手続に関するものとして

いる。最終評価の内容については苦情相談の対象にはしていない。  
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    ○原資の確保策 

昇給においては、給与構造改革において全体的に給与カーブのフラッ

ト化による間差額の減少分等を原資としている。  
勤勉手当においては、条例で支給割合が１００分の６７ .５と定めら

れているが、「良好（標準）」の成績率は１００分の６６としている。こ

の差分である１００分の１ .５と、条例上で限度額の積算基礎に含まれ

る扶養手当分を原資としている。  

 
    ○実際の支給額の差  

昇給においては、行（１）適用職員の平均で、一番上のランクの昇給

区分Ａと標準のＣの差は年額５万円である。また、Ａと一番下のＥの差

は年額１５万円になる。  
     勤勉手当においては、行（１）適用職員の平均で、一番上の「特に優

秀（８１ /１００）」と標準の「良好（６６ /１００）」の差は、年額約   

１２万円、「特に優秀」と一番下の「良好でない（５０ /１００）」との

差は約２５万円になる。  

 
    ○人事評価制度導入の効果  

能力・実績主義の人事給与制度の推進、意識改革などの人材育成の推

進、総合計画の着実な推進への貢献に一定の効果があったものと考えら

れる。  

 
    ○評価者研修の必要性  

毎年、評価者の能力向上を図るため、評価者研修を行っているが、当

初の目標が曖昧であるとか、安易な評価を行うケースなど、評価者能力

が十分でないというような状況も一部見られる。引き続き、評価者研修

に力を入れていく必要がある。  
人事評価が単に評価するだけのツールにならないよう、評価者研修の

内容を制度内容中心の講義から、人事評価を活用した人材育成や組織マ

ネジメントの手法の説明を中心とした講義にするとともに、演習を取り

入れるなど、より実践的な研修を実施していく予定である。  

 
    ○職員団体との関係  

制度構築に至るまで、職員団体との交渉を行い、給与制度の見直しな

ど、実現に向けた意見交換を行ってきた。  

- 145 -



現在も制度の課題等について必要に応じて意見交換を行いながら、制

度運用を行っている。  
年に１～２回、「川崎市職員の人事評価における苦情等に関する協議

会」を定例的に開催しているが、職員団体の代表者も委員になっており、

前年度の苦情相談の状況や制度の課題について協議を行っている。
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地方公共団体の人事評価制度の運用に関する研究会 

事例発表資料 

平成２４年１０月３０日 

川  崎  市 
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１ 人事評価制度の概要 

（１）導入経過 

平成 14年 9月に策定した「行財政改革プラン」において、人事制度を能力・実績
を重視した制度に改め、職員のやる気や働きがいを引き出し、職員の有する能力を最

大限に活用することのできるシステムを導入することなどを定め、人事評価制度の構

築に着手し、平成 16年度～17年度の 2年間の試行を経て、平成 18年度から本格実
施しています。

・平成 14年 9月 「行財政改革プラン」策定

→制度構築に着手

・平成 16年度 試行開始

対象；部長級以下の一般事務・技術職員、消防職員

（対象；約 8千人）
・平成 17年度 試行対象を、保育士、看護師、技能業務職員へ拡大

（対象；約 1万 4千人）
・平成 18年度 本格実施

人事評価規程施行、勤務評定規程廃止

・平成 19年度 人事評価システム運用開始

前年度評価結果を当該年度の勤勉手当に反映

・平成 20年度
～平成 22年度 評価結果を段階的に昇給に反映

年度    職位 管 理 職 課長補佐以下 

勤務成績 

極
め
て
良
好

特
に
良
好

良
好

や
や
良
好
で
な
い

良
好
で
な
い

極
め
て
良
好

特
に
良
好

良
好

や
や
良
好
で
な
い

良
好
で
な
い

昇給区分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

20 年度 昇
給
号
給
数

５ ４ ４ ４ ０ ４ ４ ４ ４ ４ 

21 年度 ６ ５ ４ ２ ０ ５ ４ ４ ４ ０ 

22 年度 ６ ５ ４ ２ ０ ６ ５ ４ ２ ０ 

※ 55歳を超える職員は昇給号給数を半分程度に抑制
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（２）評価の方法 

・能力評価 

能力評価は、評価項目ごとに定める指標に基づいて、職務遂行の過程において発揮

された職員の能力等を、具体的な事実や行動等に基づいて評価しています。評価項目

は、被評価者の職位ごとに適用される項目が異なり、職務を遂行する上で求められる

知識のほか、業務管理や人事管理に関する能力、対人関係の調整に関する能力及び職

務への取組姿勢・態度に関するものがあります。（別添参照）

評価の方法としては、被評価者の自己申告、１次評価者と被評価者との面談を経た

後、１次評価者が評価期間における職務遂行過程で発揮された能力や評価の根拠とな

る事実等に基づき、評価指標にしたがって評価を実施します。その後、２次評価者は、

１次評価者とのヒアリングを経て評価を行い、最終的に確認者（課長補佐以下は各局

長、管理職は各任命権者）が確認し評価が確定します。

・業績評価 

業績評価は、目標管理の手法を用いて、職員が自発性・創造性を活かすことを促し

つつ、組織目標等に基づき、被評価者が自らの業務目標を３～４個設定し、その設定

した目標の難易度、達成度により、一定期間内の業績を評価します。

評価の方法としては、被評価者の自己申告、１次評価者と被評価者との面談を経た

後、１次評価者は業務目標がどの程度達成されたかに基づき、目標ごとに達成度を５

段階で評価します。その後、２次評価者は、１次評価者の行った評価内容の確認を行

い、最終的に確認者（課長補佐以下は各局長、管理職は各任命権者）が確認し評価が

確定します。

なお、外部環境の急激な変化等、予想以上の困難（良好）な状況があった場合は、

達成度を１ランク上位（下位）に決定することが出来ます。

（３）絶対評価か相対評価か 

２次評価については、業績評価及び能力評価の点数を合算し、絶対評価により行い

ます。最終評価については、課長級以上の管理職については任命権者ごとに、課長補

佐以下の職員については局ごとに、２次評価結果を次の基準により５段階に相対化し

て区分し、決定しています。

- 149 -



《管理職》 

評 価 配 分 率 

５ 職位別に評価を受けた職員数の上位 10 分の１以内 

４ 職位別に「５」及び「４」を合わせて、評価を受けた職員数の上位 10 分

の３以内 

３ 職位別に「５」、「４」及び「３」を合わせて、評価を受けた職員数の上位

10 分の８以内 

２ 
上記以外  

１ 

※ 上位１０分の８以内に入らない職員のうち、２次評価の合計点が１００点を超え、
かつ能力評価において減点評価がないものについては、評価点数分布を考慮した上
で「３」に決定することができます。 

※ 「２」以下の分類基準は、当該年度における評価点数分布を踏まえ、指標となる
点数を評価時に決定しています。 

《課長補佐以下》 

評 価 配 分 率 

５ 職位別に評価を受けた職員数の上位 10 分の１以内 

４ 職位別に「５」及び「４」を合わせて、評価を受けた職員数の上位 10 分

の３以内 

３ 

上記以外 ２ 

１ 

※ 「３」以下の分類基準は、当該年度における評価点数分布を踏まえ、指標となる
点数を決定しています。 

（４）評価対象期間 

４月１日から翌年３月３１日までの１年間

（５）評価の流れ 

前年度の３月から局の組織目標設定の準備を開始し、４月中に局・部・課の組織目

標を設定します。その後、被評価者は、組織目標等を踏まえて、業務目標を設定し、

5月末までに１次評価者との面談を実施します。
そして、業務目標の進捗状況の確認等を行う中間フォロー（被評価者と１次評価者

との面談）を１０月中に実施し、１月から 2月にかけて、被評価者は達成度等の自己
申告を行って、１次評価者と評価時面談を実施します。１次評価者は、面談内容等を

踏まえて１次評価を実施し、２次評価者は、２月末までに、１次評価者とのヒアリン
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グを行って、２次評価を実施し、局人事担当課の点検を経て、２次評価結果を被評価

者に通知・説明します。

最後に、最終評価を３月末に決定し、４月に最終評価の結果を被評価者に通知しま

す。

（６）評価対象者 

・担当理事及び部長級以下の職員 

（新規採用（条件付採用）職員や再任用職員、任期付職員も対象）

・全ての職種

（ただし、技能・業務職員や一部の技術職員は評価制度が異なる）

※局長級職員（担当理事を除く）は、局長業績評価制度による評価を実施

（７）評価者及び被評価者 

・被評価者 

被評価者の区分は次の表のとおりとなっています。

被評価者の区分 対象となる職 

係 員 職員、主任、指定担当係長 

係 長 係長、担当係長、課長補佐、係に相当する事業所等の長

課 長 課長、担当課長、課に相当する事業所等の長 

部 長 部長、担当部長、部に相当する事業所等の長 

理 事 担当理事 

なお、次に該当する職員は対象外としています。

ア 局長級職員（担当理事を除く）

イ 公益的法人等への派遣職員（派遣法、地方自治法による派遣）

※ 各所属から省庁、自治体、関係団体、民間企業、大学院等へ研修を目的とし

て派遣された職員は評価対象としています。

また、休職などにより、一定の期間、勤務に就いていなかった職員について

は、評価の対象外となる場合があります。

・評価者 

評価の客観性・公平性を確保するため、複数の者による評価を行うこととしていま

す。基本的に評価者は２段階とし、被評価者の業務内容や職務遂行状況等を熟知して

いる直近の上司を１次評価者とします。また、１次評価の補正を図り、評価の客観性・

公平性を高めるため、１次評価者の上司を２次評価者としています。
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評価者と被評価者の関係は次の表のとおりとなっています。

評価者

被評価者の区分 
１次評価者 ２次評価者 確認者 

係 員 係 長 課 長 局 長 

係 長 課 長 部 長 局 長 

課 長 部 長 局 長 市 長 

部 長 局 長 － 市 長 

理 事 局 長 － 市 長 

※ 部長及び理事の２次評価は行わず、局長が１次評価のみを行います。なお、被評

価者が部長及び理事の場合、人事評価通知書の交付などの２次評価者が行うべき手

続は局長が行うものとします。

※ 省庁、自治体、関係団体、民間企業、大学院等へ研修を目的として派遣された職

員の評価者は、派遣元（本市の所属）の上司を評価者としています。

（８）評価のツール 

・「評価シート」など 

「人事評価シート」は別添のとおりとなっています。

なお、「人事評価シート」への記入は、イントラネット内にある人事評価システム

を利用して行います。（技能・業務職及び保育園等に勤務する職員を除く）

（９）被評価者へのフィードバック 

職員の主体的な職務遂行と能力開発への取組を促進するために、２次評価者は、個

別に２次評価の結果を被評価者に通知し、評価内容についての説明を行います。評価

内容の説明にあたっては、個々の評価項目に関する説明を行うほか、人材育成の観点

から、次年度に向けた指導・助言を行うこととしています。

（10）苦情処理 

評価の客観性、公平性を高めるため、次のとおり苦情相談の仕組みを整備し、評価

に関する職員の不満や苦情に対応しています。

ア 苦情相談の対象とする事項 

ａ 業務目標の設定等に関する不満・苦情

ｂ ２次評価の結果に関する不満・苦情

  ※最終評価の結果は対象外

ｃ 面談、評価結果通知等の手続に関する不満・苦情
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イ 苦情相談の受付窓口 

ａ 課長補佐以下の職員

局の人事担当課が受付窓口となり、原則として人事担当課長が処理責任者とな

って対応

ｂ 管理職

総務局人材育成センター評価担当が受付窓口

ウ 苦情相談の申出方法 

ａ 申出期間－その事実（面談、通知など）があった日から、１５日以内

ｂ 申出方法－「人事評価苦情相談申出書」を受付窓口に提出

※ 申出者への結果通知は、苦情相談の申出を受けた日から、１５日以内に書面で行

うこととしています。

※ 課長補佐以下の申出者は、局の人事担当課からの通知に納得できないときや、修

正後の評価に納得できないときは、総務局人材育成センター評価担当に改めて申し

出ることができます。

※ 苦情相談の申出を行ったことを理由とした不利益な取扱いは禁止しています。

（11）結果の活用方法 

評価結果は、昇給、勤勉手当、昇任・昇格に反映するとともに、人事異動や人材育

成の重要な参考資料としています。

２ 評価結果の給与への反映状況 

（１）昇給 

  ① 昇給日 

    ４月１日

  ② 活用する評価基準 

   ア どの基準を用いるか 

     原則として人事評価制度における最終評価に基づいて勤務成績を判断してい

ます。

   イ いつの期間を用いるか 

     前年度（４月１日～３月 31 日の１年間） 
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③ 評価の相対化 

  管理職については任命権者ごとに、課長補佐以下の職員については局ごとに相対

化しています。

  ④ 昇給区分及び号給 

勤務成績 極めて良好 特に良好 良 好 やや良好でない 良好でない 

昇給区分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

昇給号給数
６号給 

（４号給） 

５号給 

（３号給）

４号給 

（２号給）

２号給 

（１号給） 
昇給なし 

※（ ）内は５５歳を超える職員に適用します。 

  ⑤ 昇給区分ごとの配分割合 

    昇給区分ＡとＢを合わせて全体のおおむね１００分の３０とし、うち、Ａについ

ては１００分の１０以内としています。原則として、⑦の下位区分への割振り要件

に該当しない限りは、５段階の評価区分をそのままそれぞれの昇給区分に適用しま

すので、評価における配分率とおおむね合致しています。 

  ⑥ 原資の確保策 

    １５％特昇による昇給分と給与構造改革における給与カーブのフラット化によ

る間差額の減少分を原資としています。

  ⑦ 全体の調整 

下位区分決定基準等に該当した場合であって、その者の勤務成績を総合的に判断

した場合に昇給号給数を「２号給（１号給）」又は「昇給なし」として取り扱うこ

とが著しく不適当であると認められるときは、あらかじめ人事委員会と協議して、

勤務成績が「良好」である場合の昇給号給数である４号給（５５歳を超える職員に

あっては２号給）を上限とする昇給号給数に決定することができることとしていま

す。 

  ⑧ 実際の支給額の差 

    行（１）適用職員の平均で、昇給区分ＡとＣの差が年額約５万円、昇給区分Ａ

とＥの差が年額約１５万円となります。 

（２）勤勉手当 

  ① 活用する評価基準 
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   ア どの基準を用いるか 

     原則として人事評価制度における最終評価に基づいて勤務成績を判断してい

ます。

   イ いつの期間を用いるか 

     前年度（４月１日～３月 31 日の１年間） 

② 評価の相対化 

  管理職については任命権者ごとに、課長補佐以下の職員については局ごとに相対

化しています。

  ③ 成績区分及び成績率 

   ア 再任用以外の職員 

成績区分 成 績 率 

特に優秀 81/100 以上 135/100 以下 

優 秀 73.5/100 以上 81/100 未満 

良好(標準) 66/100 

良好でない 66/100 未満 

   イ 再任用職員 

成績区分 成 績 率 

優 秀 32.5/100 超 

良好(標準) 32.5/100 

良好でない 32.5/100 未満 

④ 成績区分ごとの配分割合 

    成績区分「特に優秀」と「優秀」を合わせて全体のおおむね１００分の３０とし、

うち、「特に優秀」については１００分の１０以内としています。原則として、下

位区分決定基準等に該当しない限りは、５段階の評価区分がそのままそれぞれの成

績区分に該当しますので、評価における配分率とおおむね合致しています。 

  ⑤ 原資の確保方策 

    条例上の支給割合と成績区分が「良好（標準）」である場合の成績率の差分（各

期 1.5/100）と条例上の限度額の積算基礎に含まれる扶養手当分を原資としていま

す。 
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  ⑥ 全体の調整 

    調整はありません。

  ⑦ 実際の支給額の差 

    行（１）適用職員の平均で、成績区分「特に良好（81/100）」と「良好（66/100）」

の差が年額約１２万円、成績区分「特に良好（81/100）」と「良好でない（50/100）」

の差が年額約２５万円となります。 

３ 導入の効果及び課題 

（１）導入の効果 

① 能力・実績主義の人事給与制度の推進 

評価結果を翌年度の昇給及び勤勉手当に反映させ、能力・実績主義の人事給与制

度を推進しています。

② 人材育成、意識改革の推進 

難易度の高い目標の増加や職員アンケートの結果から、目標管理の手法による職

員の主体的な職務遂行や意識改革などの人材育成の推進に一定の効果があったも

のと考えられます。

  ③ 総合計画の着実な推進への貢献 

本市の人事評価制度の特徴として事務事業総点検と連携する仕組みとなってい

ます。「組織目標」と総合計画の「事業目標」とが評価も含めて連携することによ

り、個人目標の達成が組織目標の達成につながり、さらに総合計画の目標も達成さ

れるようになっており、総合計画の着実な推進に貢献しています。

（２）課題 

制度導入前から制度運用の中心となる評価者の能力向上を図るため、毎年評価者研

修を行っていますが、未だに評価者の不適正な制度運用による苦情相談が発生する状

況にあるなど、評価者能力が十分とはいえない状況が見られています。こうしたこと

から、評価者研修を実施し、評価者能力の向上を図っていく必要があると考えていま

す。

また、人事評価が単に評価するだけのツールにならないよう、評価者研修の内容を

制度内容中心の講義から、人事評価を活用した人材育成や組織マネジメントの手法の

説明を中心とした講義にするとともに、演習を取り入れるなど、より実践的な研修を

実施していく予定です。
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４ その他 

（１）職員アンケートの実施 

制度導入時から毎年職員アンケートを実施しています。平成２３年度実施のアンケ

ートでは、被評価者から見て１次評価者が人事評価制度の内容を理解しているかとい

う内容でアンケートをとった結果、一般事務・技術職員の約５２％が「そう思う」、

約４２％が「ある程度そう思う」と回答しており、合わせて約９４％となっており、

人事評価制度に対する理解が職員の間に十分に浸透してきていることが見てとれる

結果となっています。

１次評価者の理解度

51.9%

51.7%

48.2%

42.1%

38.7%

44.4%

4.6%

7.0%

4.9%

1.4%

2.6%

2.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

23年度

22年度

21年度

そう思う

ある程度そう思う

あまりそう思わない

そう思わない

（２）職員団体との関係 

職員団体とは、制度導入前から意見交換を重ねており、現在も制度の課題等につい

て必要に応じて意見交換を行いながら制度運用を行っています。また、人事評価にお

ける職員からの苦情等の実態や対応状況について協議し、制度の公平・公正な運用の

確保に資するため設置している「川崎市職員の人事評価における苦情等に関する協議

会」では職員団体の代表者も委員となっています。協議会は、毎年１～２回開催して

おり、前年度の人事評価に関する苦情相談の状況や制度の課題等について協議を行う

場となっています。
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《能力評価の評価指標》

(1)
部下
あり

(2)
部下
なし

(1)
部下
あり

(2)
部下
なし

①

・業務の遂行に必要となる知識を有して
おり、それを活用して業務を正確・円滑
に処理している。
（下記のいずれにも該当しない場合）

10 10 14 8 14

・業務処理上の通常のチームワークや上司からの指示
等の援助は、通常必要とされるサポートとして当然で
あり、こうしたサポートを受けることは問題がないの
で、①に該当します。

★業務の遂行に必要となる知識・技能の程度の判断に
あたっては、被評価者の職位等を十分に考慮する必要
があります。

②

・他からのサポートがないと軽微なミス
を繰り返したり業務が円滑に進捗しない
など、業務遂行に軽度の支障を来してい
る事実がある。
（業務を独力で正確又は円滑に遂行でき
ない度が軽い）

8 8 10 6 10

③

・他からのサポートがないと修復困難な
ミスを繰り返したり業務がほとんど進捗
しない、又は他からのサポートがあって
も軽微なミスを繰り返したり業務が円滑
に進捗しないなど、業務遂行に支障を来
している事実がある。
（業務を独力で正確又は円滑に遂行でき
ない度が重い）

・③については、通算１年以上の業務従
事経験を要件とする。（係員のみ）

4 4 4 2 4

①

・業務の遂行に必要となるＩＴ技能を有
しており、それを活用し、情報セキュリ
ティを確保しながら業務を正確・円滑に
処理している。
（下記に該当しない場合）

2 2 2 2 2

・業務上、ＯＡソフトや業務システムを使用する必要
があることを要件とします。したがって、ＯＡソフト
等を独力で使用できない職員であっても、業務で利用
する機会がない場合は①に該当します。

②

・ＯＡソフトウェア（ワード、エクセ
ル、電子メール、ブラウザ）及び業務シ
ステム（電子決裁、旅費管理システム、
職員情報システム、文書管理システム、
総合財務会計システム、その他必要とな
る業務システム）の基礎的な操作・知識
について、他の職員に依存し、業務遂行
に支障を来している事実がある。

・川崎市情報セキュリティ基準に反した
結果、情報セキュリティの確保に支障を
来している事実がある。 0 0 0 0 0

・ＩＴに関しては、ある程度操作に習熟した職員が周
囲の講師的な役割となることが通常であり、そうした
職員のフォローを受けながら操作できるならば、②に
該当しません。
　ただし、同じ操作に関して何度も繰り返しフォロー
を必要とする場合には、他の職員に依存している状態
として②に該当します。

・本来当該職員がパソコン等のＩＴ機器を利用して作
成するはずの文書等を他の職員に作成させている場合
には、他の職員に依存しているものとして②に該当し
ます。

【②の例】
・ワードで文書が作成できないので、他の職員に文書
作成を任せている。

・業務中にパソコンの画面を表示したまま離席したた
め、部外の者に個人情報を見られてしまった。

①
・業務に必要な資格・免許を有してい
る。 2 2 2 - -

②

※以下のいずれかに該当する場合
・業務に関連する資格・免許を有してい
る。

・業務に関連する研修を履修している。

1 1 1 - -

③ ・上記のいずれにも該当しない場合 0 0 0 - -

Ｉ
Ｔ
技
能

係長

内容・程度
評価項目

管理職

係員

業務の遂行に必要となる知識の習熟度

業
務
知
識

【②の例】
・通常１人で処理可能な書類のチェック作業に関し、
当該業務に関する知識不足のため、作業に細かなミス
が度々見受けられる。（係員・係長）

・所管部署の業務に関する知識が不足しているため、
自ら判断を下せないことがあったり、間違った判断を
していることがある。（管理職）
⇒業務遂行に軽度の支障を来しているといえます。

【③の例】
・②の例で、他の職員のサポートがないとチェック作
業に大きなミスが度々見受けられる。（係員・係長）

・②の例で、他の職員のサポートがあってもチェック
作業において、小さなミスが度々見受けられる。（係
員・係長）

・②の例で、他の職員のサポートを受けても、自ら判
断を下せないことがあったり、間違った判断をしたり
することがある。（管理職）
⇒業務遂行に重大な支障を来しているといえます。

知
識

摘要

指標 点数

職務の遂行に求められる知識、技能等

資
格
・
免
許
等

★資格・免許等については、その能力等の発揮又は研
修受講の効果等が確認できた場合に加点するもので
す。
　資格・免許を有しているだけでは加点になりませ
ん。

知識、技能の裏付けとなる資格・免許、研修

業務の遂行に必要となるＩＴ技能の習熟度
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《能力評価の評価指標》

(1)
部下
あり

(2)
部下
なし

(1)
部下
あり

(2)
部下
なし

係長

内容・程度
評価項目

管理職

係員
摘要

指標 点数

①

・通常の範囲を大きく超えるような突発
的な業務など、安定的な組織運営を阻害
するような大きな環境変化に直面して
も、目標の提示、業務分担、指示・指導
を適正に行い、状況に合わせて適時適切
な調整を行うなど、効果的なマネジメン
トにより組織の目標を着実に達成した事
実がある。 - 10 - 12 -

・具体的に、通常の範囲を大きく超えるような突発的
な業務などに直面した事実があり、かつ効果的なマネ
ジメントによって組織として業務を成し遂げた事実が
ある場合にのみ①で評価します。
（ただし、③又は④に該当する事実がある場合は③又
は④で評価します。）

・業務繁忙期に主担当の職員が長期にわたって欠けた
ような場合は、安定的な組織運営を阻害するような大
きな環境変化といえます。

★「通常の範囲を大きく超える」、「効果的なマネジ
メント」等の判断にあたっては、被評価者の職位等を
十分に考慮する必要があります。

②

・組織目標の達成に向けて、部下の育成
にも配慮しながら、目標の提示、業務分
担、指示・指導等を適正に行い、状況に
合わせて適時適切な調整を行うなど、組
織を適正にマネジメントしている。
（上記又は下記のいずれにも該当しない
場合）

- 8 - 10 -

・①、③、④に該当しない場合

★組織マネジメントは、②が標準です。

③

・部下の育成に配慮していない、目標の
提示、業務分担、指示・指導を適正に
行っていない、状況に合わせて適時適切
な調整を行っていないなど、組織を適正
にマネジメントしていないと判断できる
事実が複数回ある。

- 6 - 8 -

④

・部下の育成に配慮していない、目標の
提示、業務分担、指示・指導を適正に
行っていない、状況に合わせて適時適切
な調整を行っていないなど、組織を適正
にマネジメントしていないと判断できる
事実が度々ある。

- 2 - 4 -

①

・常に危機管理意識を持って行動し、業
務遂行の過程で発生する様々なトラブル
等に備えている。

・トラブル等が発生した際に、事実の正
確な把握、迅速な報告、再発防止策の策
定等の適切な対応をしている。
（下記のいずれにも該当しない場合）

- 8 6 8 6

・②、③に該当しない場合

②

・危機管理に対する意識や、業務遂行の
過程で発生する様々なトラブル等に対す
る備えが不足していると判断できる事実
が複数回ある。

・トラブル等が発生した際に、事実の正
確な把握、迅速な報告、再発防止策の策
定等の適切な対応をしていないと判断で
きる事実が複数回ある。

- 6 4 6 4

③

・危機管理に対する意識や、業務遂行の
過程で発生する様々なトラブル等に対す
る備えが不足していると判断できる事実
が度々ある。

・トラブル等が発生した際に、事実の正
確な把握、迅速な報告、再発防止策の策
定等の適切な対応をしていないと判断で
きる事実が度々ある。

- 2 0 2 0

管
理
能
力

常に危機管理意識を持って行動し、業務遂行の過程で発生する様々なトラブル等に迅速かつ的確に対応する能力の内容と程度

・部下の人事評価に関し、目標設定の指導や面談が不
十分であったり、客観的な事実に基づかない評価をし
ているような場合は、組織を適正にマネジメントして
いないといえます。

・複数の部下を持つ場合に、正当な理由がないにもか
かわらず一部の部下の業務量が多すぎたり、少なすぎ
たりする事実があれば、組織を適正にマネジメントし
ていないといえます。

・人材育成基本計画等に基づく管理・監督者の役割や
人材育成・能力開発の取組を適正に行っていない事
実、部下に対する必要な指導・助言を行っていない事
実、部下が職員研修所の階層別研修を修了できなかっ
た事実等があれば、部下の育成に配慮した適正なマネ
ジメントを行っていないといえます。

・緊急時の連絡体制等を整備していない場合や、整備
していても職員に周知していない場合は②に該当しま
す。さらに、こうした状況を知りながら放置している
場合には、③に該当するものとします。（管理職）

・トラブル等が発生した際に、正当な理由がないにも
かかわらず報告が遅れたり、不正確な報告をした場合
には、適切な対応をしていないといえます。

組織目標の達成に向けて、部下の育成にも配慮しながら、組織を適正にマネジメントする能力の内容と程度

組
織
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

ト
ラ
ブ
ル
対
応

組織や業務を適正に管理する能力
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《能力評価の評価指標》

(1)
部下
あり

(2)
部下
なし

(1)
部下
あり

(2)
部下
なし

係長

内容・程度
評価項目

管理職

係員
摘要

指標 点数

①

・部下の公正な職務執行と厳正な服務規
律の確保に向けて、必要な管理監督、指
導を行っている。
（下記に該当しない場合）

- 2 - 2 -

②に該当しない場合

②

・部下の公正な職務執行と厳正な服務規
律の確保に向けて、必要な管理監督、指
導を行っていない事実がある。

- 0 - 0 -

・部下の人数の多少には関係なく、１人の部下に「服
務規律」に減点となる事実などがあれば、②に該当し
ます。（人事異動直後の不参など「上司の管理監督、
指導の及ばない場合」を除く）

⇒「上司の管理監督、指導の及ばない場合」に該当す
るような事例がある際は、あらかじめ局の人事担当課
長などに相談することも必要です。

⇒実際に「上司の管理監督、指導の及ばない場合」に
該当するものとして評価する場合は、面談時にその具
体的な事由を書面（自己申告欄への記載など）により
確認し、人事担当課長の確認を受けてください。

①

・十分な説明、親切・適切な応対を行
い、業務を適正・円滑に処理している。
（下記のいずれにも該当しない場合） 12 - - - -

・②、③に該当しない場合

②

・説明不足、不親切・不適切な応対な
ど、苦情・トラブルにつながるような行
動が複数回ある。

10 - - - -

③

・説明不足、不親切・不適切な応対な
ど、苦情・トラブルにつながるような行
動が度々ある。

6 - - - -

①

・利害関係や立場の異なる相手に対して
も十分な説明、適切な調整を行い、業務
を適正・円滑に処理している。
（下記のいずれにも該当しない場合）

- 10 12 10 12

・②、③に該当しない場合

②

・不十分、不適切な説明や調整など、事
業進捗の遅れや苦情・トラブルにつなが
るような行動が複数回ある。

- 8 10 8 10

③

・不十分、不適切な説明や調整など、事
業進捗の遅れや苦情・トラブルにつなが
るような行動が度々ある。

- 4 6 4 6

【②の例】
・市民応対において、相手に不快感や不信感を与える
ような言動があり、注意した事実が複数回ある。

・市役所内部の連絡を密にするべき部署に対する説明
不足があり、誤解や混乱等を招いた事実が複数回あ
る。

・本来、当該職員が説明、応対をするべきにもかかわ
らず、他の職員に依存している事実が複数回ある。

★苦情・トラブルにつながるような行動があった際
は、そうした行動を繰り返さないよう指導しなければ
なりません。
　これを怠った場合、上司も「組織マネジメント」の
項目で「必要な指導を行っていない事実」として、減
点評価の対象となります。

説
明
・
応
対

対
人
能
力

折
衝

管
理
能
力

相手の理解を得られる効果的な説明、適切な応対をする能力の内容と程度

業務目標の達成や課題等の解決のために必要な説明・応対、折衝など対人関係を調整する能力

【②の例】
・事業を実施するに当たり、利害関係者等へ自ら責任
者として行った説明が不十分であったため納得が得ら
れず、事業に遅れが生じた。
⇒この場合、説明不足の事実が複数回あって１つの事
業が遅れたこと、複数の事業において説明不足が原因
で遅れが生じたことは、どちらも「複数回」として②
に該当するものとします。

・本来、当該職員が説明、調整をするべきにもかかわ
らず、他の職員に依存している事実が複数回ある。

★事業進捗の遅れや苦情・トラブルにつながるような
行動があった際は、そうした行動を繰り返さないよう
指導しなければなりません。
　これを怠った場合、上司も「組織マネジメント」の
項目で「必要な指導を行っていない事実」として、減
点評価の対象となります。

服
務
管
理

部下の服務規律に関して適切な管理監督を行う能力の内容と程度

利害関係や立場の異なる相手に対し説得や働きかけを行い、自らの意図・目的を相手に理解させ納得させ受け入れさせる、又は協
力・支援を得られるよう調整する能力の内容と程度
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《能力評価の評価指標》

(1)
部下
あり

(2)
部下
なし

(1)
部下
あり

(2)
部下
なし

係長

内容・程度
評価項目

管理職

係員
摘要

指標 点数

①

・自分の担当以外の業務において通常の
範囲を大きく超えるような突発的な業務
や大きなトラブルが発生した際に、積極
的に協力し、最後まで業務を誠実かつ確
実にやり遂げた事実がある。

10 - - - -

・具体的に、自分の担当以外の業務において通常の範
囲を大きく超えるような突発的な業務などが発生した
事実があり、かつ積極的に協力して業務を成し遂げた
事実がある場合にのみ①で評価します。
（ただし、③又は④に該当する事実がある場合は③又
は④で評価します。）

【①の例】
・法令等の改正などにより、他の係員の業務量が大幅
に増えた際に、積極的に協力し、最後までやり遂げ
た。

・他の係員等が病休などで相当期間不在となった際
に、自分の担当業務の範囲を超えて、当該職員の業務
の全部又は大部分を積極的に引き受け、最後までやり
遂げた。

②

・良好なコミュニケーションの確保に努
め、自分の担当以外の業務についても自
ら進んで、又は要請や依頼があれば協力
し、全体の業務遂行やチームワークに配
慮しながら、業務を適正・円滑に処理し
ている。
（上記又は下記のいずれにも該当しない
場合）

8 - - - -

・①、③、④に該当しない場合

★チームワークは、②が標準です。

③

・必要な情報の提供を怠る、要請・依頼
に対しても非協力的な場合が見受けられ
るなど、全体の業務遂行やチームワーク
に支障を来している事実が複数回ある。

6 - - - -

④

・必要な情報の提供を怠る、要請・依頼
に対しても非協力的な場合が見受けられ
るなど、全体の業務遂行やチームワーク
に支障を来している事実が度々ある。

2 - - - -

①

・通常の範囲を大きく超えるような突発
的な業務や大きなトラブルに直面して
も、積極的に対応し、最後まで業務を誠
実かつ確実にやり遂げ、期待以上の役割
を果たしている事実がある。

10 - - - -

・具体的に、通常の範囲を大きく超えるような突発的
な業務などに直面した事実があり、かつ積極的に取り
組み業務を成し遂げた事実がある場合にのみ①で評価
します。
（ただし、③又は④に該当する事実がある場合は③又
は④で評価します。）

【①の例】
・法令等の改正などにより、年度途中に業務量が大幅
に増えたにもかかわらず、最後までやり遂げた。

・係長が急きょ不在となり、次席である職員が一定の
間、係を仕切った。

②

・自己の役割を認識し、かつ十分に果た
して、業務を適正・円滑に処理してい
る。
（上記又は下記のいずれにも該当しない
場合）

8 - - - -

・①、③、④に該当しない場合

★係員の役割意識は、②が標準です。

③

・他人に業務を押し付けたり責任を回避
したりして、自己の役割を果たしていな
い事実が複数回ある。 6 - - - -

④

・他人に業務を押し付けたり責任を回避
したりして、自己の役割を果たしていな
い事実が度々ある。 2 - - - -

組織における自己の役割を認識し、与えられた業務について誠実かつ確実にやり遂げようとしているか。

【③の例】
・窓口当番であった職員が、来客が多いにもかかわら
ず窓口に就いていない事実が複数回ある。

・処理すべき書類を締切りまでに提出することができ
ず、結果的に他の職員が処理している事実が複数回あ
る。

役
割
意
識
（

係
員
）

姿
勢
・
態
度

・特別な事情がない限り、協力要請や依頼を断ること
は、業務に支障が出るのが通常なので、断った事実の
頻度で判断します。

【③の例】
・窓口職場において、来客が多く人手が足りない場面
で窓口に出るよう依頼されても、当番ではないことを
理由に協力しない事実が複数回ある。

組織の一員として目標達成のために、自分の担当業務の範囲を超えて上司や同僚、関係部門の職員等と自発的に協力しているか。

チ
ー

ム
ワ
ー

ク

組織の構成員として前向きの行動及び公務員としての基本的意識
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《能力評価の評価指標》

(1)
部下
あり

(2)
部下
なし

(1)
部下
あり

(2)
部下
なし

係長

内容・程度
評価項目

管理職

係員
摘要

指標 点数

①

・通常の範囲を大きく超えるような突発
的な業務や大きなトラブルに直面して
も、積極的に対応し、最後まで業務を誠
実かつ確実にやり遂げ、期待以上の役割
を果たしている事実がある。

- - 8 - 8

・具体的に、通常の範囲を大きく超えるような突発的
な業務などに直面した事実があり、かつ積極的に取り
組み業務を成し遂げた事実がある場合にのみ①で評価
します。
（ただし、③又は④に該当する事実がある場合は③又
は④で評価します。）

★「困難な状況」、「期待通り」の場合は②で評価し
ます。

★「通常の範囲を大きく超える」、「期待以上」等の
判断にあたっては、被評価者の職位等を十分に考慮す
る必要があります。

②

・困難な状況等に直面しても、自己の役
割を認識し、かつ十分に果たして、業務
を適正・円滑に処理している。
（上記又は下記のいずれにも該当しない
場合）

- - 6 - 6

・①、③、④に該当しない場合

★部下なしの係長・管理職の役割意識は、②が標準で
す。

③

・困難な状況等に直面すると他人に判断
を委ねたり責任を回避したりして、期待
どおりの職責を果たしていない事実が複
数回ある。

- - 4 - 4

④

・困難な状況等に直面すると他人に判断
を委ねたり責任を回避したりして、期待
どおりの職責を果たしていない事実が
度々ある。

- - 0 - 0

①

・市民の疑惑を招くことのない公正な職
務執行と厳正な服務規律の確保に努め、
職場のモラルを低下させるような行動が
ない。
（下記のいずれにも該当しない場合） 10 10 10 10 10 ②、③に該当しない場合

②

・職場のモラルを低下させるような行動
が複数回ある。

6 6 6 6 6

③

・職場のモラルを低下させるような行動
が度々ある。

0 0 0 0 0

姿
勢
・
態
度

服
務
規
律

全体の奉仕者である公務員として市民の疑惑を招くことのない公正な職務執行と厳正な服務規律の確保に努めているか。

・職場のモラルを低下させるような行動の有無が評価
指標です。

・懲戒等の処分がなくても服務規律を確保する上で問
題となる行動はすべて対象になります。

【②の例】
・勤務時間を守らない、執務時間中に無断で離席する
等の行動

・公正な職務執行や厳正な服務規律に対する市民の疑
惑を招くような行動

★減点評価の対象となるような行動があった場合、2度
とそうした行動を起こさないよう指導しなければなり
ません。
　問題行動を繰り返すような場合、その部下が「服務
規律」で減点となるのはもちろん、その上司も指導不
足として「服務管理」の項目で減点となります。（人
事異動直後の不参など「上司の管理監督、指導の及ば
ない場合」を除く）

役
割
意
識
（

部
下
な
し
の
係
長
・
管
理
職
）

組織における自己の役割を認識し、与えられた業務について誠実かつ確実にやり遂げようとしているか。

・他人に判断を委ねるとは、当該職員が判断するべき
事項に関して、他人に判断を仰ぐことをいいます。
　判断を行う際に通常行われる相談については、問題
がないものとします。

【③の例】
・Ａ課付きの部下なし担当係長が単独で行うべき事業
において、担当係長として行うべき程度の判断に迷い
Ａ課長に判断を仰ぐことが複数回ある。
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④

②①

(
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所
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の
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己
申
告
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由
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ず
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必
ず
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)
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を
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職
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名

職
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ド
・
氏
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一
般

〔
業
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価
〕

評
価
期
間

２
次
評
価
の
理
由

※
1
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必
ず
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人事評価関係参考資料（川崎市） 

１ 職位別平均点（一般の事務・技術職員）

   ＊21年度の理事級については、部長級の被評価者の区分により評価。

２ 職位別評価点数分布（一般の事務・技術職員）

（１）平成 23年度

（２）平成 22年度

点数低い 点数高い

点数低い 点数高い
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（３）平成 21年度

３ 難易度別達成度（一般の事務・技術職員）

（１） 平成 23年度 （単位：目標数）

（２）平成 22年度 （単位：目標数）

点数低い 点数高い
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（３）平成 21年度                     （単位：目標数）

４ 最終評価（一般の事務・技術職員）

（１）平成 23年度

（２）平成 22年度

（３）平成 21年度

５ 苦情相談の状況 

（１）平成 23 年度 ５件 

      （市長事務部局 ３件、市長事務部局以外 ２件） 

（２）平成 22 年度 ８件 

      （市長事務部局 ４件、市長事務部局以外 ４件） 

（３）平成 21 年度 ７件 

     （市長事務部局 ４件、市長事務部局以外 ３件） 

最終評価 5 4 3 2 1 計

人数 640 1,297 4,944 156 6 7,043
割合 9.1% 18.4% 70.2% 2.2% 0.1%
上位 9.1% 27.5% 97.7%

最終評価 5 4 3 2 1 計

人数 644 1,280 4,953 146 9 7,032
割合 9.2% 18.2% 70.4% 2.1% 0.1%
上位 9.2% 27.3% 97.6%

最終評価 5 4 3 2 1 計

人数 616 1,308 4,767 194 7 6,892
割合 8.9% 19.0% 69.2% 2.8% 0.1%
上位 8.9% 27.9% 97.1%
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 ④ 愛 媛 県   

 

(1)制度導入に際して 

 ○評価制度の見直し 

 平成１７年の人事委員会勧告では給与構造改革の一環として、給与の

成績主義の拡充に向けた査定昇給制度の導入や勤勉手当の加点枠の拡

充が打ち出されたが、本県では、すでに昇給、勤勉手当ともに成績反映

の仕組みがあり、運用面の見直しにより直ちに導入することが可能であ

ったことから、平成１８年度から全職員を対象に他の団体に先駆けて実

施してきた。 

一方で、当時の人事考課制度には、下記の課題が顕在化していたこと

から、制度の見直しを行うこととした。 

・絶対評価という性格上、評価が高止まりし、実際の能力や業績が十

分に反映されていない。 

・課長級から主事級まで、同一の評価項目や基準で評価しているため、

職位レベルに応じた評価となっていない。 

・評価項目に一部重複があるほか、評価項目が旧態依然で、今の県職

員に求められる評価視点がない。 

・各部局間で評価のバラツキが生じており、是正を図る必要がある。 

 

   見直しにおいては、実際の能力や実績をより忠実に反映する観点から

制度改正を行った。 

①評価要素の見直し、職位レベルに応じた設定 

   ・不用項目や類似項目を廃止・統合するとともに、県職員に求めら

れる資質として新たな項目を追加・修正。  
   ・職位別に、評価要素の設定、評価点の傾斜配分、評価基準の設定。  

②評価内容の明確化 

      ・従前の判断基準が曖昧であり、評価の高止まりの原因であったた

め、判断基準を明確化。（例：実績評価の「普通」→「要求する

水準を満たす実績を挙げた」、能力評価の「中位」→「標準的な

能力を有する」） 

③部局間の格差是正 

・評価区分ごとに、分布率の標準を提示し、各部局でその標準内に

収めて調整している。実務的には、全体を集計・分析した上で、

標準を外れている部分の修正等を行い、部局間の調整を行う。  
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(2)具体的な運用 

○評価結果の活用方法 

     査定昇給及び勤勉手当への反映をメインとして、昇任やスキルアップ

支援等の必要な職員の認定など人事管理にも活用している。  
昇任については、従来から、専門員や主任、あるいは２級の主事への

昇任要件に人事考課を活用しており、また、平成２３年度から導入した

課長級昇任試験においても、人事評価の結果を合否に反映させている。 

 
○メリハリをつけた評価結果の給与への反映  

     従来から個人の能力と実績に応じた適正な給与制度の運用に努めて

おり、平成１８年度には、査定昇給制度の導入と勤勉手当成績率の成績

優秀者と成績不良者の幅の一層の拡大を実施し、勤務成績の給与への反

映の拡充を図っている。 

さらに、平成２３年度からは、プラス考課制度の拡大に向けて、査定

昇給と勤勉手当について、勤務成績の優秀な職員に対して、上位の昇給

区分あるいは上位加点の連続適用を可能とするなど運用の見直しを行

った。 

一方、昇給の下位区分の適用についても、能力・実績主義の一層の反

映を図っており、勤務成績が若干劣る職員の昇給を厳格に行うため、Ｃ

区分には該当しないものの、Ｄ区分の２号給昇給抑制する程度ではない

職員について、１号給昇給抑制（３号給昇給）する運用を行っている。 

 

○評価結果の勤勉手当への反映  
    勤勉手当については、これまで総人件費の枠内でメリハリをつけるた

めに、定型的な業務に従事して、成果を上げてきた職員等を対象に１５

点加点を２５％程度の枠内で実施していたが、その部分を絞り込み、県

の重要施策に取り組み、成果を上げた職員や、特に緊急・困難な業務に

粘り強く取り組み、達成した職員を対象に、３５点加点あるいは２５点

加点の枠を拡大した運用を行っている。 

     一方で、勤勉手当が半年ごとの評価であることを踏まえて、評定期間

内の勤務状況に問題がある場合は、たとえそれまで高い評価を受けてい

た職員であっても、厳格な評価を行うなど、勤務成績が良好でない職員

についての適正な評価に留意している。 

なお、人事考課は、年１回の評価であることから、参考として活用し

ているところであり、必要に応じて臨時の人事考課を行うなど、評価期
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間ごとの実績評価に基づいて加点、減点を決定している。 

 

このように、勤務成績優秀者と勤務成績が良好でない者の評価結果を

給与へ反映するにあたって、メリハリのある運用を実践している。 

 

○評価結果のフィードバック  
人事評価結果についての開示は行っていないものの、給与への反映結

果を適切に説明している。 

査定昇給については、昇給上位区分適用の職員に対して、理由を示し

た上で、より一層の職務精励を促すこととし、昇給下位区分適用の職員

に対しては、今後の改善を促す意味で、その理由、今後の改善点の説明

を所属長から行っている。 

     勤勉手当についても、同様に、必ず所属長から説明を行っている。 

 

○課長級昇任試験  
     次年度の４月１日付での課長級への昇任者を選考するための試験で

あり、平成２３年度から導入している。医師、病院の医療職と、別に昇

任試験制度がある教員、学校事務、警察官以外の職種が受験対象となる

が、これらの職種の職員も含め、受験資格を満たせば全員受験できるこ

ととしている。  
試験科目は、論文と特別職による口述試験で、直近２期の人事考課の

結果を加味して合格者を決定しているが、非常に高い受験率であり、意

欲を出すための一つのツールになっている。  

 
近年の本県の給与については、減額や据置きが続くとともに、高齢層

職員の給与の抑制が行われるなど厳しい状況が続いており、結果として

職員のモチベーションが低下することも危惧されることから、課長級昇

任試験による意欲・能力のある職員の積極的な登用や、能力・実績本位

の給与制度への見直しに取り組み、組織の活性化や職員のモチベーショ

ンの維持・向上に努めている。  
 

○スキルアップ支援等対象職員認定制度  
専門的知識、技術等が不足しているため、職務の遂行を適切に行うこ

とができない職員や、心身の故障により、職務の遂行に支障が生じてい

る職員など、実績評価または能力評価が良好でない職員について、スキ
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ルアップ支援等対象職員に認定している。  
当該職員に対しては、１年間の研修計画を立てた上で職場研修等を実

施し、その効果が現れなければ、分限処分を検討することとなる。  

 
○係長解職制度  
実績評価及び能力評価が良くない係長については、その職責が果たせ

ていないと認められる場合には、職権によって係長の職を解くこととし

ている。  
また、職員自ら、降任又は解職を希望することができる制度も設けて

いる。  
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 ⑤  静  岡  県   

 

(1)制度導入に際して  

 ○経緯  

平成１１年度に人事評価制度を導入したとき、同じ時期に人材育成基

本方針を各地方公共団体で策定する動きがあり、同時並行で人事評価制

度の導入を進めていた。  

人材育成基本方針における公務員像を議論すると、どの県も同じ公務

員像というのはおかしくないかという話が議論の最初にあり、静岡県庁

は静岡県庁なりの組織風土がある中で、評価を通じて、組織の風土なり

文化なりを醸成できるものにしたいという話があった。  

その意味を込めて、組織が求める行動、振る舞いを評価例文として表

現し、職員の行動を評価する基準を設けた。  

 

(2)具体的な運用  

○ウェイト付け  

様々な職員を、同じ評価項目（評価例文）や基準によって評価するこ

とへの問題意識から、評価項目へのウェイト付けを導入した。  

ウェイト付けは、評価者が、個々の評価項目に [０ .１ .２ ]の３段階で、

評価しない行動を０、特に重要である行動として評価する項目を２、そ

の他の行動についての項目を１として重みをつけるもの。  

ウェイトの付け方について、人事課からは一切指定しておらず、評価

者の判断に任せている。  

ウェイトの付け方により、個々の評価項目に対する評点は同じでも、

評価結果にかなりの違いがでてくる。  

 

○評価と給与への連動  

評価は絶対評価であるが、配分できる原資には限りがあり、どの程度

の割合の職員が上位区分の率の適用を受けられるかの割合（分布率）を

目安として提示している。  

評価結果と給与への反映の齟齬は、可能な限り、ない方が望ましいと

考えているが、上位区分（例えばＢの評価）の評価を受ける職員が、こ

の目安を大きく超えている場合には、たとえＢの評価であっても、Ｂの

勤勉率（加算率）が適用されないこととなる。その場合、職員本人には、

「Ｂの評価ではあるが、予算の関係上Ｂ評価の勤勉率は適用されない」
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旨を伝えることとなる。  

 

○人材育成としての側面  

評価制度を、勤勉手当や査定昇給など、原資を配分するツールとして

構築するだけでは十分ではないと考え、人材育成基本方針などの「人

事・人材育成」部門との連携を意識して、キャリア開発支援やマイレー

ジ研修などを行っている。  

 

○キャリア開発支援  

希望する業務に就くことが出来ない状況で、厳しい評価を行うことは

職員への納得性が低下するという考えから、本県では、職員がキャリア

プラン、キャリアビジョンをつくる中で、今後何をやりたいのか、しっ

かりと考えることにより、希望するポストに就かせるというＣＤＰ（キ

ャリア・デベロップメント・プログラム）を導入している。  

 

○マイレージ研修  

職層に応じて受講可能な研修をマイレージ研修として用意している。

一般職員の勤務成績評価制度における行動評価での評価結果に応じて、

どの要素を強化するためには、どんな研修を受講したらよいかというこ

とを、クロス表で示している。  

例えば、「折衝・調整に効果のある研修は、この研修」と示している

ので、職員自らがどのような研修を受けたらよいか分かるようにしてい

る。  

 

○評価者の異動と評価の妥当性  

評価者にも被評価者にも人事異動があり、評価者が変われば、評価も

変わる場合がある。評価者によって評価が変わることは、必ずしも評価

の妥当性に悪い影響を与えるものではないと考えている。何人かの評価

者によって評価されていく中で、職員の評価がある程度見えてくること

がある。  

 

○評価結果のフィードバックの際の注意点  

例えば、総合評価のＣには、Ｂに近いＣもあり、Ｃという評価結果を

伝えられただけでは、職員の間に不満が生じる場合もある。  

そこで、期末にフィードバック面談を行うときには、Ａ、Ｂという評
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価結果に加えて、どのような行動が良かったか、どのような点を頑張れ

ばいいか丁寧に話をするように評価者には伝えている。  

不服申し立てもあるが、評価以前の、日頃の上司と部下の人間関係や

フィードバック面談に問題がある場合が多い。  
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は、必修研修

静岡県自治研修所研修体系

現状打破講座

語学力向上講座（中国語、ハングル）

政策形成能力向上講座Ⅲ(戦略的発想力編)

部下支援型管理者養成講座

リーダーシップ向上講座

政策形成能力向上講座Ⅰ(政策形成技法編)

ファシリテーション講座

マイレージ１
（Ｍ１）研修

文章力養成講座

行政マーケティング技法講座

コミュニケーション能力向上講座

社会調査法講座

時局対応特別講座

勤務成績評価者研修(二次評価者)

キャリア開発支援者研修

勤務成績評価者研修(一次評価者)

通信教育講座

県・民間企業若手職員交流講座

チューター研修

職場研修(OJT)体制強化研修

キャリア開発研修３５

政策形成能力向上講座Ⅱ(創造力・発想力編)

説明力向上講座

新任管理者研修

実践コーチング講座

生き生きとした職場づくり講座

生き生きとした働き方講座

実践折衝力強化講座

政策研究ゼミナール

基本研修

選択研修

指名研修

新規採用職員研修（危機管理講座）

キャリア開発研修３０

キャリア開発研修４０

費用便益分析講座

マイレージ２
（Ｍ２）研修

行政の危機管理講座

財務諸表の見方・使い方講座

県・民間企業管理者交流講座

ワークショップ講座

新規採用職員研修（合同・前期・後期）

３年次職員研修

マイレージ３
（Ｍ３）研修

タイムマネジメント講座

新任監督者研修

別添３
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求められる能力と研修との対比表

　求められる能力　
政
策
形
成
能
力

企
画
立
案
能
力
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題
発
見
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決
能
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・
発
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力
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能
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整
能
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標
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務
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理
能
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能
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ー

シ

ッ
プ
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危
機
管
理
能
力

情
報
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集
・
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理
能
力

文
章
力

専
門
知
識

人
材
育
成
能
力

組
織
管
理
能
力

対
人
能
力

自
己
形
成

　研修名

政策形成能力向上講座Ⅰ（政策形成技法編） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

コミュニケーション能力向上講座 ○ ○ ○

～

主

任

採

用

二

年

次

タイムマネジメント講座 ○ ○

文章力養成講座 ○ ○ ○ ○

行政マーケティング技法講座 ○ ○ ○ ○ ○ ○

社会調査法講座 ○ ○ ○ ○

説明力向上講座 ○ ○ ○

政策形成能力向上講座Ⅱ（創造力・発想力編） ○ ○ ○ ○ ○ ○

ファシリテーション講座 ○ ○ ○ ○ ○

費用便益分析講座 ○ ○ ○ ○

リーダーシップ向上講座 ○ ○ ○ ○ ○ ○

政策形成能力向上講座Ⅲ（戦略的発想力編） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

行政の危機管理講座 ○ ○ ○

実践コーチング講座 ○ ○ ○ ○ ○ ○

部下支援型管理者養成講座 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

実践折衝力強化講座 ○ ○ ○ ○

通信教育講座 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

時局対応特別講座 ○ ○ ○

財務諸表の見方・使い方講座 ○

生き生きとした働き方講座 ○ ○

語学力向上講座（中国語／ハングル） ○ ○
～

主

査

級

採

用

四

年

次

現状打破講座 ○ ○ ○ ○ ○
～

三

九

歳

採

用

七

年

次

県・民間企業若手職員交流講座 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

政策研究ゼミナール ○ ○ ○ ○ ○ ○

ワークショップ講座 ○ ○ ○ ○ ○
～

課

長

級

班
長
級

生き生きとした職場づくり講座 ○ ○ ○ ○ ○

県・民間企業管理者交流講座 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
課

長

級

全
職
員

班
長
級

副
班
長
・
主
査

副
班
長
級

全
職
員

新
採
を
除
く

採
用
七
年
次
～

主
任

判断・執行

主
任
～

業務革新 折衝・調整

～

六
年
次

対象者

知識・情報 育成

採
用
二
年
次

姿勢

マ
イ
レ
ー

ジ
２

マ
イ
レ
ー

ジ
３

選
択
研
修

研修

マ
イ
レ
ー

ジ
１

別添４
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苦情・相談等に対応する仕組みを設けますが、苦情等については、被評価者と評価

者のコミュニケーションが十分に図られていないことにより生じるものもありますの

で、まずは、当事者間で話し合いをして、相互理解による苦情等の解消に努めてくだ

さい。 

 評価制度の仕組みとして行うべき面談だけでなく、日ごろの業務実施の中で、コミ

ュニケーションを十分に図り、相互の信頼関係を築くことも大切です。 

・受付対象事項：評価制度の仕組み、評価制度に係る評価手続及び評価結果に関

する苦情、相談及び意見 

・相 談 方 法：電話、メール、文書、面談による 

・相 談 者：評価制度に係る被評価者本人 

・そ の 他：苦情・相談等に関する秘密は保持します。 

苦情・相談等を行ったこと、相談等に関する調査に協力したこ

と等に起因した一切の不利益は受けません。 
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・職務行動の観察、指
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789: 行動評価における評価の基準

2 5 極めてよくできている
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提示した職務行動がとられていない場合で、指導が必要で、周囲の職員に
負担をかけているなど、かなりの努力を促したいレベル

���#$%& �

����[���

�������!�

����[��!�

#$�G

16 60

YU#$o#pmcjnl

2

�m#$

Ｂ

YU#$1bcj�l

5 76.3

�m#p
j�l�j�l

��!!p

qr#$

 ¡U¢

71.3

1

j�l
1£�jnl¤jkl�e��¥
¦b§p¨Y©ª«¬

\]#$

789:1mcjkl

®®��K ��¯° \±²³¢

®®��K

®®��K

®®��K

´µ¶·�´µ¸¹�=º»o¼�;½¾¿�?A

��°

ÀÁoºÂ;3ÃÄuÅÆ>?@=|ÇÈÉ+oºÂ;ÊË�=Ì�¿�?A

ÍpoÎ9Ï:;ÐÑuÒÈÓÔuÕÐ;Ò¿�?A

®®��K

特に重要な職務行動

KÂ

YU#$

KÂ

TU#$

提示した職務行動が常に見られる場合で、他者へも好影響を与え、他の職
員の模範となるレベル
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提示した職務行動が見られないときが多い場合で、指導・助言が
必要する場合がやや多く、もう一歩の努力を促したいレベル

提示した職務行動がとられていない場合で、指導が必要で、周囲
の職員に負担をかけているなど、かなりの努力を促したいレベル
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提示した職務行動が多く見られる場合で、あまり指導・助言をしな
くても良いレベル
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提示した職務行動が見られないときが多い場合で、指導・助言が必
要する場合がやや多く、もう一歩の努力を促したいレベル

提示した職務行動がとられていない場合で、指導が必要で、周囲の
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提示した職務行動が常に見られる場合で、他者へも好影響を与え、
他の職員の模範となるレベル

提示した職務行動が多く見られる場合で、あまり指導・助言をしな
くても良いレベル

提示した職務行動がとられていない場合で、指導が必要で、周囲の
職員に負担をかけているなど、かなりの努力を促したいレベル
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提示した職務行動が常に見られる場合で、他者へも好影響を与え、
他の職員の模範となるレベル

提示した職務行動が多く見られる場合で、あまり指導・助言をしな
くても良いレベル

提示した職務行動が見られる場合が見られない場合よりも多い場合

提示した職務行動が見られないときが多い場合で、指導・助言が必
要する場合がやや多く、もう一歩の努力を促したいレベル
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提示した職務行動が見られないときが多い場合で、指導・助言が必要する
場合がやや多く、もう一歩の努力を促したいレベル

提示した職務行動がとられていない場合で、指導が必要で、周囲の職員に
負担をかけているなど、かなりの努力を促したいレベル
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員の模範となるレベル

通常求められる職務行動（２、０以外）
提示した職務行動が多く見られる場合で、あまり指導・助言をしなくても
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おわりに 

  

本報告書は、民間企業や地方公共団体における人事評価制度の取り組み事例を示すとと

もに、制度を運用する上でどのような工夫をしているか、等を明らかにすることを通して、

地方公共団体における円滑な制度の導入や、評価結果の活用の実現に資することを目指し

た内容となっている。 

 特に民間企業の下記のような取り組みについては、地方公共団体にとっても大変参考に

なるものである。 

・経済のグローバル化など経営環境の変化や厳しい企業間競争がある中で、人事評価制

度をツールとしながら、企業風土、社員の意識の変革等を目的として制度の構築をし

ていること。 

・過度な成果主義に陥らないよう、制度上様々な工夫をしていること。 

・公務員と比較して賃金に大きな差をつけることにより、評価の高い職員のモチベーシ

ョンを高める一方で、成績の良くなかった職員と十分なコミュニケーションをとるこ

とにより組織全体の底上げを図っていること。 

・時代の変化にあわせて、絶えず制度の点検・見直しを行っていること。 

・制度の趣旨を社員に浸透させるため、制度導入後も徹底的に研修・訓練を実施してい

ること。 

  

各地方公共団体の人事評価制度の導入・運用に当たっては、各地方公共団体の実情に応

じた創意工夫が発揮されるべきであることは言うまでもない。 

今後、人事評価制度を導入していない団体だけでなく、評価結果の十分な活用に至って

いない団体においても、本報告書の内容を今後の取組の参考として活用されることを期待

するものである。 
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１ 趣旨 

地方公共団体における人事評価については、国家公務員における新たな人事評価制度

を参考に様々な取組みが行われている。 

人事評価の結果は、人材育成をはじめ、任用や給与等の人事管理の基礎として活用さ

れるものであるが、必ずしも十分に活用されているとは言えない状況である。 

このような状況を踏まえ、平成２２年度においては、人事評価の給与等への反映のあ

り方等について、個別団体の事例等を踏まえて研究を行った。 

平成２４年度においては、民間企業の取り組みも参考としながら、地方公共団体が今

後、人事評価制度を導入・運用する上での課題等について検討することとする。 

 

２ 名称 

本研究会の名称は、「地方公共団体における人事評価制度の運用に関する研究会」 

（以下「研究会」という。）とする。 

 

３ 研究項目 

  研究会は、地方公共団体における人事評価制度の運用に関して、以下の項目について

研究する。 

（１）人事評価制度運用上の課題 

（２）民間企業の制度を参考とした、人事評価制度の運用 

（３）その他 

 

４ 構成員 

 （１）研究会は別紙のとおりの委員で構成する。 

 （２）民間企業等の制度の研究のため、専門委員を置く。 

 

５ 座長 

（１）研究会に、座長１人を置く。 

（２）座長は、会務を総理する。 

（３）座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、座長が指名する者が、その職務

を代理する。 

 

６ 議事 

（１）研究会の会議は、座長が招集する。 

（２）座長は、必要があると認めるときは、必要な者に研究会への出席を求め、その意

見を聴取することができる。 

（３）座長は、必要があると認めるときは、専門委員による実態調査やワーキングチー

ムの編成による資料等の作成を行わせることができる。 

 

７ 雑則 

（１）研究会の庶務は、総務省自治行政局公務員部給与能率推進室において処理する。 

（２）本要綱に定めるもののほか、研究会に関し必要な事項は、座長が定める。 

 

 

平成２４年度 地方公共団体における人事評価制度の 

運用に関する研究会開催要綱 
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（別紙） 

 
 

 

平成２４年度 地方公共団体における人事評価制度の 

運用に関する研究会 構成員一覧 

 

（敬称略、五十音順） 

（委員） 

 

大杉  覚 首都大学東京大学院社会科学研究科教授 

辻  琢也 一橋大学大学院法学研究科教授 

西村 美香 成蹊大学法学部教授 

守島 基博 一橋大学大学院商学研究科教授 

 

石丸 猛男 愛媛県総務部管理局人事課長 

高坂 竜夫 長野県松川町総務課長 

杉山 行由 静岡県経営管理部人事課長 

古澤 彰朗 愛知県豊田市総務部人事課長 

山崎 陽史 川崎市総務局人材育成センター評価担当課長 

 

（専門委員） 

 

江夏 幾多郎 名古屋大学大学院経済学研究科准教授 

西村 孝史  東京理科大学経営学部准教授 

 

相原 孝夫 (株)HR アドバンテージ代表取締役社長 

大篠 裕史 (株)IHI 人事部企画グループ部長 

福井 啓貴 キヤノン(株)人事本部人事企画部長 
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検討経緯 

 

第１回 平成２４年８月２７日（月） 

事例発表・意見交換 

    ・長野県松川町 

    ・愛知県豊田市 

 

第２回 平成２４年１０月３０日（火） 

事例発表・意見交換 

・（株）ＩＨＩ 

・川崎市 

 

第３回 平成２４年１２月２１日（金） 

事例発表・意見交換 

    ・静岡県 

    ・キヤノン（株） 

    ・愛媛県 

 

第４回 平成２５年３月８日（金） 

   「報告書（案）」に関する意見交換 
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